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オーストリア社会民主党と民族問題

矢 田 俊 i海
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3. 社会民主労働党の出現
4. ブリュン党大会の問題点

5. カーノレ=レンナーとオヅトー=パウアーの民族理論
6. オーストリア国家容認の問題とパウアーの，思想的変化

7. パウアーの思想的転換の許宗

8. 結語

1. 序 ~1 

19 ttt*eの 70年代以降. と<iこ90年氏以降、社会主義の思想と運動がヨーロッパの政
治史をつらぬく基調の一つであったことは，いうまでもない. しかしまたこの時期;ぇ

同時にナショナリズムが次第に高まり. 国力を充実させた列強の対外活動が積極化 L.

間際i況の対立がやがて破号を追えようとする時期でもあった.このような状況のもとで、

ネ士乙会主義とナショナリズムとは.いったいどのような関集をもちえたで、あろうか.

マルクスの「共産党宣言J以来，社会主義者の目標;に労働者階級の共通の利益をま

もるための闘争におかれ，社会主義運動の力は，労働者階級の国際的連帯性に由来するも

のと考えられてきた. したがってそこでは，民族的な特殊利益は階級的連帯性の故対物

と克なされねばならず，ナショナリズムとほ， 労働者階級を内部から分裂させ，彼らの

隈を自身の階級的利害からそらせ，その爆発力を弱めようとする，危険なブ、ノレジョア((J

イデオロギーにほかなら主かった z しかも当時の社会主義者¥t， 自分たちの運動こそ以

も有力なものであると考え， 自己の勝利を確信していたために.ナショナリズムをft~< 
11引IIIiL，公式的な反社をくりカミえすだ;十で. これにたいして深い理解を示さなかったの

が，一般的傾向であったとレってよい.ω 要するに 1914年以前には.内ーヨーロツノ、の社.

会主義運動は，理論の函で毛実践の面でも，概していえ;え近代ナショナリズムの諸現

象と大した関りをもたなカミったのである.

しかしながら束ヨーロッパに，.d-..，.このような指向の同外をなす国々があった.それは.

ツアーリズムのロシアとオーストワア=ハンガリー帝国であって. ちくの異民枝から!え

るこれらIlf，j国の社会主義{';ーたち:1.1914年以前すでに深刻な民主主n:];1ι二点出 L. こhと

( 1 ) しかし西ヨーロッパでは，実はこの時期において社会主義運動向体がナショナリズムの深刻な彰

警をこうむっていたので、あって，乙れは修正主義のf台頭と深く結びつき， 1914年iこは，近代ナシ三ナ
リズムのエモーショナノレな訴えが各国の社会主義者をつつんで，ついに第二インターナショナルの崩

壊を来たしたので、ある.しかしここで重要なの法，このような事態とその深い意義とが披らによって

強く意識されていなかった，ということである.
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矢田俊隆

正面から取り組まねばならなかった.本稿は， とくにオーストリア帝国の社会民主労働

党ω がこの問題にどのように対処しようとしたか，またその対処の仕方が，当時の歴史

的現実のなかでどのような意義をもちえたかを，可能なi畏り立入って考察し，問題点を

整理しつつ，若干の夜、見を述べようとするものである.

2. 19世紀後半のオーストラアの政治状況

本論にはいる前に， 19世紀末のオーストリア帝国の政治状況がどのようなものであっ

たか， また社会民主労働党がどのような形でそこに登場したかを，一通り見ておく必要

がある.

オーストリアは古来の由絡を誇るドイツ第一の大国で， 19 1f!~紀初頭のウィー γ会議を

経て国際的地位を著しく高め， ドイツの内部では， あらたに結成されたドイツ連邦の盟

主として，ヘゲモニーを握った. しかしこの国には，当初から大きな困難がまつわって

いた.第一に， この昌の支配者は大土地所有者たる貴族で，彼らは大きな特権をもって

封建的な農民支配を行なっており，資本主義的な近代産業の発達は，西ヨーロッパにく

らべてはるかにおくれていた.第二に，オーストリアは単一の民族国家ではなく，きわ

めて複雑な民族構成をもっていた.ω すなわちこの雪には，中心的なドイツ民族のほか

に，異民族としてハンガリーのマジャーノレ人，ベーメンを中心とするスラヴ族のチェヒ

人， ヴェネチア・ロンパノレディア地方のイタリア人をはじめとして多 南部にはスラヴ族

のセノレピア人， クロアティア人，スロヴェニア人，北部には同じくスラヴ族のスロヴア

キア人，ポーランド人，ノレテニア人(ウクライナ人)，東端のハンガリー領内には， ラテ

ン族のノレーマニア人などがふくまれ， これらを統合していたのは，ハプスブルク帝国に

たL、する忠誠の念と， 同帝国の武力とであったから，これら諸民族が民族意識にめざめ

たあカミつきに，ハプスプノレグ家の支配に抵抗して立ちあがるであろうことは， 避けがた

L 、運命であった. このことを予期した宰相メッテルニヒは，民族主義と自由主義をかた

( 1) Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Osterreich. 

(2) ハプスブノレク帝国の民族構成や社会・政治構成についてはH.Hantsch， Die Nationalitaten-

frage im alten Osterreich， 1953. SS. 25-35; A 1. P. Taylor， The HabsburεMonarchy 1809-
1918， 1948. pp. 252-261 ; R. A Kann， The Habsburg Ernpire， 1957. pp. 37-119など参照.ここ

では Taylort，こ従って， 1910年の人口概数を掲げておこう.

オーストリア=ハンガリー帝医全体
ドイツ人 12，000，000 239~ マジャーノレ人 10，000，000 1990 

/レーマニア人 3，∞0，000 6% スラヴ人 23，珂0，000 45% 

その他 2，ラ00，000 ラ%
オーストリア

ドイツ人

ポーランド人
スロヴェニア人

イタリア人

ハンガリー
マジャール入

スロヴァキア人
ノレテニア人

クロアティア人

ヲ，950，000

4，968，000 

1，253，000 

768，000 

ヲ，944，000

1，946，000 

464，000 

19ラ，000

35% 
17ヲる

4% 

2.7ラ%

九%
10. 7拓

2.5% 

1.1劣
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チヱヒ人 6，436，000 
ノレテニア人 3，ラ19，000

セルビア・クロアティア人 788，000 

ノレーマニア/¥ 275，000 

ノレーマニア人

ドイツ人
セルピア人

2，948，000 

1， 903， 000 
462，000 

23% 

12ちる

2.8% 

0.98% 

16% 

10.4% 
2.ラヲ6



オーストリア在会民主党と民族問題

くしりぞけ，絶対君主制を現存秩序のもっとも確実な保障とみts:.L，完全な保守政策を
採用した，

しかしながら， 少数のドイツ人が多数の異民挨のうえに専;倒的支配を行なうオースト

リアの政治体制ば， 1848年の革命以来.一歩一歩衰退の途を歩主ねばならなかった盈こ

の年フランスに起こった三月革舎は，オーストリアにも深刻な影響を及ぽし国内民主

化の要求がたかまるとともに，ながく抑圧に苦Lんだ禎内諸民族が， 自由と解放をもと

めて椙次いで蜂起した.そ Lて彼ら辻，一時ある程変の成功をおさめたけれども，まも

なく 18支配層が勢力を[91復L. 各地の革命運動は各個撃破されて，オーストリアはふた

たこF¥専制[ねな民族抑圧国家としての地位をとりもどすことができた. しかしこのよう

な反動政治は永続せず. 1859年のイタリア統一戦争に敗れてロンノミノレディアを失わねば

ならなくなったとき. さすがに保守的な支配胃も自由の反動体制に修正を加えざるをえ

なくなり. 61年 2月にi土新憲法が発布され。二院制のi司会が創設された，げれどもこ )l

:1. 結局オーストリア=ドイツ人の中央集権的立場を也氏族の犠牲におし、て譲護しよう
とするもので為ったカミ弘 彼らの非常な反感を把き，ドイツ人以外の与とんど全民族は，

|母会に代表を送ることを拒否した. しカhもこのようなち事多端の際に. 1866年の苦境戦

争に敗れて，オーストリアは完全にドイツカ通らしめjちされ， その結束オーストリ 7=F、

イツ人のrド央集権は危機に直面し領内の民族運動が一段と激化Lた.そこでオースト

リアの支配層は，事態を収拾するためにやむなくハンガリーのマジャール汽技に妥協の

子をさしのべ. 1867年ハンガリー王同の建Aを，，'FL ‘オーストリア皇帝がハンガリー王

を表ね. ここに河1¥連行のオーストリア=ハンカ、リ二塁;古河が或立 Lた (A凶 gleich

アウスクライヒ). ii可河;之君主・外交・一三1;の財政・頃事を共にするだげで. 良国内で

江主のおの別{同の政府と議会をしってー 独すの政治をfJ: I三うことになり，マジャーノレ人

のち年のすi望は達成されたのである.

オーストリアニハンガリ一二Ff(苦悶のり定立;;t. その後のfll!~史の新ら L ~ 、 IU 発，~rf，となっ

た.アウスグライとの F~ 惇Li. オーストリアのド、イツ人22誌とハンガ 1)ーのマジャーノレ

人貴族が帝国の各手分でそれぞれ支配的な地位に立i スラヴ系諸民族を抑圧するにあ

ったカ込ら. Iltj 1可の関係ほ以後にわかに親密の度をL1;1L. 歴代のハンガリー内i語は. ~O~l~ 

紀初頭の短期間を除いて，つねに親オーストリア政策を踏襲した.抱}jアウスグライヒ

(1. スラヴ系品民族をまったく!支外観するものであったカるら. 設らを宅二，f(i(fil司の決44
1"ヲな!ぷ汁告のJ虫(むこ追いヤることになった(1)アウスグライヒ治〉ら弟一次IH:界大戦にい

たる 11，'j:J誌のオーストリアは， トイツ・スラヅ111礼己族の激突11刊にであり， あらたに起った
i己iミ主義運動や社会通勤も，このfUJ!起と深い関係をもってL、たのである 以下この点を

11，心に考察を進めよう.

1B67 年 1~ 月オーストリア政府は新)/Æ法を fさがした. これ:t. 法本I'jiJ;こは 1861年の

n :'bhl~ の線を越えず.下十1 1:土 l己主に ~Ilfl: を負うだげで、|司会i二二負わず‘ L かも「司会辻、

一一七校.il i:U'J(・聖職者・勅選ぷiいきらなる上院(ll{族院 Herrenhaus) と. ;li!J!ぷ・!日i接選

( 1) Ausgleichの意義とその桜警については.H. Hantschラ DieGeschichte Osterreichs，立.， 1953. 
S. 393丘.;Louis Eisenmann， Le Compromis Austro-Hongrois de 1867， 1904参照.
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挙による下院ω 〈衆議院 Abgeordnetenhauめから成るという，絶対主義的色彩の濃い，

不徹底なものであったが，それでも一応立憲政治の体裁はととのえられた.以後オース

トリアを支配したのは，温和自由派を中心とするドイツ人貴族で，彼らは，国家の中央

集権体制を維持しかっ異民族にたいするドイツ人の優{立を保ちながら，国内の岳由主

義イヒを進めようとした. これは，領内スラヴ人の不j誌を高め，はげしい民族闘争をよび

起こしたが，その際中心的な動きを示したのは，チェヒ人であった.

19世紀後半のオーストヲア民族問題の本質は，産業革命の進展とともに被支配民族の

間にも徐々に中間的市民曹が現われ，彼らを中心とする民族的反抗が，国内各地のドイ

ツ人の支艶的地泣を脅かしはじめた点に，要約することができる.∞最も注昌すべきチ

ェヒ人の運動L 原動力はまさにそのめざましい経済的発展にあった.少し前まで，ベ

ーメンの工業資本家はほとんどすべてドイツ入であり， チェヒ人はたんなる労働者にす

ぎなかったために， ドイツ人は優秀民族であり， チェヒ人は抵級民族であると考えられ

ていた.ところが 1848年以来ベーメン・北部シュレジエン地方には，土地資源を活用し

た新工業がおこり，チェヒ人の有力な市民階級が台頭して，従来この地の致治・経済・

文化を支配してきたド千ツ入資本家に挑戦したので(ある.のみならず，産業革命の結果

チェヒ人の人口が急激に増大して， ドイツ人をしのぐに至り， 彼らの発言権は次第に大

きくなってきた.このような形勢のうちに. 1860年代には，従来分かれていたチェヒ人

の諸党派が，ドイツ人の支配と闘うために団結するけはL、を見せ， ω1867年チェヒ人は，

ウィーンの政府に， ベーメン・メーレン・上部シュレジエンからなる独立王国の再建を

要求した. これは，ズデーテン地方のドイツ人を刺激して，以後両民族のはげしい対立

をもたらす導火線となった.

民族問の対立は市会・地方議会・盟会などにあらわれ， しばしば街頭の騒ぎや暴動を

ともなったが，その際諸民族の利害衝突の争点になったのは， まず第ーに行政上の地位

であったから，どの言葉を公用語にするかと L寸問題が 外部の堂界にはほとんど理解

できないような重要性を獲得した.I民族問題とは言語の問題であり，さらにそれはミド

ルクラスの問題」∞であった，というアイゼンマンの表現は，適切である. ささいな口

( 1 ) 下院は，各地方議会が自己に割当てられた数の議員を選出する仕組になっていた.地方議会の構

成は，大体において貴族・富豪・ドイツ入に有利でト 3ないし4つの部門に分かれて議員を選出し
た.しかも有権者は， 直接税 10グルデン以上を納めるものに隈られ， 国民の大多数は選挙権をもた
なかった.オーストリアの国制については ErnstC. Hellbling， Osterreichische Verfassungs-
und Verwaltungsgeschichte， 1956が便利な書物である.

(2) それとともに， ドイツ人以外の諸畏族の間にも分化が起こりつつあり，幾量産己もの間完全な異民

族支配のもとに量かれた，おくれた小民族(1非歴史的民族J，ルテニア入・スロヴェニア人など〉が，
ようやく畏族性に呂ざめて，比較的大きな，進んだ民族 (1歴史的民族J，ポーランド人・イタリア人
など〉に対抗するようになってきたのも，当時の民族問題の一面をなしている.再民族についてのす
ぐれた分析は QttoBauer， Die Nationalit五tenfrageund die Sozialdemokratie， 19242

• SS. 190-
234に見られる.
(3) 19世紀後半のチェヒの民族主義運動については， Hantsch， Geschichte Osterreichs， II.のほか，

Georg Franz， Liberalismus. Die deutsch-liberale Bewegung in der Habsburgischen Monarchie， 
1955. SS. 363-375; S. H. Thomson， Czechoslovakia in Enropean History， 1953. pp. 187-237な
どが有益である.R. A. Kann， The Multinational Empire. Nationalism and National Reform in 
the Habsburg Monarchy， 1848-1918， 2 vols.， 1950は一読の機会を持なかった.
( 4) Eisenmann， op. cit.， p.ラ10.
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オーストリア社会民主党と民族問題

1;品の茸後には， 広大な地域の管理と L、う一層広江凡な問題がびそんでおり， さまざまな民

族の， またそれらを代表する護政党のエネルギーが， 公用語をめぐる国:倒的な諸問題の

まわりに集中したのである.の

はやくも 1871年に， ベーメン地方議会は. 純粋にチェヒ語の行なわれる地区の官庁=

と裁判所ではチェヒ語を公用語にすべきことを提案しているがー民接関争の最初のピー

クになったのは， ヌーフェ Taa在eの言語令事件である. すでに見たように，オースト

リアでは 1867年以後温和自由派の支配が続いたが (2) 1873年の経済恐慌以来動揺を来

たl.政府のドイツ人偏重政策にたL、する宮廷の憂慮もあって、 1879年終りをつげた.

そのあと内関を組識したターフェは，妥協の名人と L、われ Iすべての民族， すべての

政党を代表する内閣!を標椋Lて，議会の諸派をたくみにあやつり， 14年間その統治を

続げた. ターフェ内閣は1880年チェヒ人の要求をいれて，ベーメン・メーレン再升!の'!，c

庁と裁判所では， ドイツ語とチェヒ語とを併用すべきことを定め，ついで 1882年に'i.
プラハ大学がドイツ部とチェヒ部に二分された. 1880年の言語令(;t. 各育庁と裁判奇が

チェヒ人にたし、してはチェヒ語で交渉・連絡すべきことを定めた妥協的なもので， ドイ

ツ語はなお公用語として尊草:される建龍をとっていたが， チェヒ語がはじめて半ば公用

語化したことによって，チェヒ人の官公吏就任の道が開かれたので，従来ベーメンの地

方官僚を独占 Lていた下イツ人法非常な打撃をこうむり， ω ドイツ人諸党派の一致した

反抗がはじまった.

スラヴ人の台頭によって各地で勢力を失L寸土どめたドイツ人の間には. ょうやく民族

的な自覚が高まり， しかも，オーストリア出家を措いてドイツ人だけの利益を先に Lょ

うとする，ゲオノレク=シェーネラ-Georg von Schonerer以下のドイツ民挟辛 t二主義が，

発展 Lはじめた.彼らは異民族のド、イツ化を七張 L，1884年ウィーンの下誌には，ベー

メンチ1'1をドイツ人の住む行政区域とチェヒ人の住む行政区域にはっきり区画する要求が

徒出された.その後政府a.jlIij民族の対立の調整iこつとめたが.チェヒ人側では急進的

な青年チェヒ党 Jungtschechenがあくまでドイツ人との妥協を拒否しベーメン議会で

しぼしぼ議事の進行妨害 Obstruktionを行ない、興奮のあまりにぶ封、や書類を引き裂い

て尿外へ投げすてるなどの暴行にはしった.またベーメンのrr庁・工場・学校その他の
1ft主j易でも， ドイツ人とチェヒ人とのniHこi主(fll' 11常闘争点斗tなわれた. Hs93{ドiニター

ソ ι1)'，¥I1-¥-Jが;lh、たのち‘ 議会内i二強引な多数を形づくることえ不可能となり.政Uは'交

正しなかったが， ω この、Û~乱のうちにチェヒ人の勢力辻ますます脅域的になり， いま子

伎らは.ハンガリ一人同様の支配的地位を要求しはじめたのである.

ターフェ内閣の倒壊後二つの短命内閣を経て， 1895年ターフェに似た政見をもっノ4デ

ニ-Badeniの内閣が生まれた. 設はチェヒ人のは:子しいよミ接j車両にかんがみ， とくに

1) A. G. Kogan， The Social Democrats and the conflict of nationalities in the Habsburg 

Monarchy (The Journal of Moc¥ern History司 Vol.XXI， No. 3¥ 1949. p. 20ラ.

(2 ) オーストリアの自由主義についてはK.Ede仁 DerLiberalismus in Altosterreich‘195ラがま
とまった金述で、ある.

( 3) 実際スラヴ系の人びとは熱心にドイツ語を学んで，行政・教青方面に進出した.

C 4 ) この間の事情については， Oscar JむZl、Thedissol ution of the Hahsburg Monarchy， 1924‘ 
pp. 114一日 ViktorBibl， Der Zerfall Osterreichs， II ・， 1924. SS. 368-80参熊.
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ハンガリーとの経済関係調整のためにチェヒ人の支持を必要としたところから， 1897年

4月ベーメン・メーレンに言語令を与えて， チェヒ人の要求にたし、してさらに譲歩しよ

うとした. これは，すべての官庁と裁判所はそこに間合わせてきた言語で答えねばなら

ぬこと， この地方のすべての官吏は二ヵ国語の知識をもたねばならぬことを規定したも

ので，まさにドイツ語とチェヒ語の完全な平等性を実現しようとするものであったからラ

全チェヒ地方を通じてチェヒ人の圧倒的な進出をきたすおそれがあり， ドイツ人の官公

吏独占を不可能にするであろうことは，明らかであった.そこでドイツ人は激昂して，

猛烈な反対運動を起こし ドイツ人議員はこの法案を葬るために，はげしい議事進行妨

害を行なった.政府は議事の進行をはかるために，議院規則の改正を提案したが，これ

は「議会の自由Jを破壊するものとして非難され，議場の混乱はいうまでもなく，オー

ストリア中に騒ぎが起こり，大衆集会や街頭デモが行なわれ， ドイツ民族至上主義派の

誌か，社会民主労働党やキリスト教社会党もこれに合流した.一方チェヒ人も，これによE、
じてプラハで騒擾を起こした. こうした騒乱を前にして，皇帝はパデニーを解任するの

やむなきに至り， 1897年11月ついにノくデニー内閣は辞職し 1899年秋には，言語令も正式

に撤回されることとなった.そこでドイツ人の興奮は Lずまり，議事進行妨害もやんだ

が，チェヒ人の不満は大きく， こんどは彼らが辻げしい議事進行妨害を行なうさわぎと

なった.ω 主たこの頃から，スロヴェニア人の指導者も，スロヴェニア人・クロアティ

ア人・ノレテニア人にたいする民族的平等権を要求しはじめた.

パデニーの言語令事件は，オーストリア帝国の危機的接相を内外に暴露した. この問

題をめぐる政争においては，民族的党派の間に建設的な討議を行なうための共通の地撃

はまったく見られず¥ これ以後民族闘争が位のあらゆる利害を!王倒する勢いを示しはじ

めた. 1897年の政治的危機がパプスブ、ノレグ帝|喜の運命を決 Lたという Joseph Redlich 

の意見∞辻，いささか誇張であるにしても，それがオーストリア議会致治の運命に重大

な影響をあたえたことは，否定できない.その前年の 1896年 6月 14Fl，オーストリア

の下院には，主として資産階級を代表する[8来の 4つの選挙部門のほかに，新たに普通

選挙権による第5部門， 72名の議員が追加されていたがめこのような改革を経た議会

も， パデニーの危機のもたら Lた蕩痕から立直ることはできなかった. 以後 1906年の

普通選挙権導入にL、たるまで， 自己の地位の脅威を惑じた各民族グループとくにチェヒ

( 1 ) パデニーの言語令事件をめぐるオーストリアの混乱については， Hantsch， Geschichte Osterrei-
chs， II.， SS. 457-479; Paul Molisch， Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Osterreich， 

1926. S. 189丘などの叙述がくわしい.邦語のものでは，村瀬巽雄「ヒトラーJ79頁以下がすぐれ
ている.

(2) Joseph Redlich， Emperor Francis Joseph of Austria， 1924. p. 44. 

(の ここで， 1896年6月14B以前の選挙制震の変遷を一通り見ておこう. 1867年の憲法における絶
対主義的性格の強い議会制度は， 1873年4月2Bη法律で若干の改正を加えられた.すなわち，地方
議会による下段議員の選出は窪iとされて，有権者が直接議員を選出できるようになり，議員数も増加

されたが，財産選挙資格と階扱的な部門知選挙はなお維持され，者権者は各地方毎に，定員を定めら

れた4部門一一大十地所有者，都市，商工業会議所，町村落一一知こ投票する仕組であり，とくに第

4部門では，有権者は議員選挙人を選出しうるにすぎなかった.さらに 1882年 10月2B.tを論にお

されて改革が行われ，選挙資格が直接税ラクツレデ、γ納入者に号|き下げられたので，有権者は都市で、34%，
町村で26%増加した. また選挙区画の改正によって，チェヒ人の大地主や資本家が従来よりも多く
選出されるようになった.これに続くのが， 1896年の改正である.
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人代表は，議事進行妨害を好みの武器としてとりあげたので. l司会はまったく活動不誌

の状態に陥り，一方政府;L これにともなって必要な行政を勅令によって行なう頻宣が

次第によI~1111し憲法は停止され，帝国官掠の怒章、的支配が行なわれた(1)主た政府と反

対党との関誌も，民主実的・行政的な問題についての不健全な取引関係に堕して Lまったー

民法的な敵対感情比.大衆の間にもひろくくいこみ， ドイツ人とチェヒ人の間には乏，I，;ffi

iねな民族主義政党が数多く成長し その結果は 1901年の国会選挙に反映したが， こわ

また重大な危険信号の一つにほかならなかった.∞

こうした状況のもとで，オーストリア国家の課題はー大規慢な政治的・社会的改革の

プログラムをかかげで， 自己の撤底的な捧資改善をはかる以外にはなかったが.このこ

とは何ら実行されず.ハプスブ/レク帝習は。教fとする弐族関争のうちに， 自己のエネル

ギーをいたずらに消耗するのみで、あった. これにたいして，自らオーストリア国家の新

らしい道路を求めて努力したのが，新興の社会民主労働党であった.そこで次に， この

党の発生の事情とその性格を考察しなければならない.

3. 社会民主労働党の出現

オーストリアの資本主義;!. 1848年の革命後産業革命の段階にはL、ったが. 1866年

苦境戦争に敗れてドイツから切離されたのち，新らしい産業立国の方針が立てられて宅

一段と発展をとげ， その成果は 90年代に至って開花したといわれている. その際工業

の中心地になったのは， 上下オーストリア州・ベーメン・メーレン・シュレジエンなど

で.そこには一階級としての工業労掛者が形成された.ω

オーストリアの社会 t二義運動a. このような経済的発展に応ずるものであって. 1860 

年代のはじめにはやくもラッサール派やシュノレツェ=デーリッチュ派のグループがあら

われ. ~ìíf者が優勢であった. 1867年の憲法で業会と結社の自由がはじめて認められたあ

と， ラッサーノレ派はマルクス派の協力を得て，各語の自由と普通選挙を要求するプログ

ラムを定め，労働組合も少しづっ組織されi土じめた. 1869年末にはある程度の団結の自

由が認められたが，同時にデモ禁止令が出され，労樹運動は警察の弾圧下に進められね

ばならなくなった. その後 1873年の経済恐慌によって労働組合はほとんど壊滅L. 労

働陣営も，悲壊な衰退のうちに，穏和派と急進派に分裂した.

この恐慌がおさまると.産業の近代化にともなって近代的労働者の数がふえ，労働組

f?の結成・拡大につれて，社会主義運動も活発iヒした. しかし，当時のターブェ内閣は

これにたL、して何の理解も心さなかったので，労働運動指導者のiJivこ法無政府主義的傾

向が強くなり，非合法な直接行動に訴えようとした.その後の相次ぐ弾正はかえって起

動を尖鋭化させ， 暗殺・放火・掠奪などのテロ行為が横行したので， 政府は 1883年ウ

ィーンとその隣接地域に例外状態を江三し陪審裁判をやめ，社会主義雑誌の発行を惇

11: L • 数百人の言j調者を例外il~施行都市から追校 L t.二. 主た 188fi年 iこは，無政府主義

( 1 i Richarc1 Charmatz， Osterreichs aussere und innere Politik. 1918. SS. 50-51. 
( 2) Luc1wig Brugel， Geschichte c1er osterreichischen Sozialc1emokratie. III.， 1922. S.毛00.
( 3) H. Benedikt‘Die wirtschaftliche Entwicklung in der Franz-Joseph-Zeit， 19ラ8;Hans羽ayer
(hrsg.)， Hundertjahre osterreichischer Wirtschaftsentwicklung 1848-1948ヲ 1949など参摂.
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吾の取締まりをかかげる全面的な労揚運動鎮圧法が成立し，陪審問i外規定とともに1891

年6月まで維持された. このようなはげしい弾正のもとに，急進派は孤立化し，穏和派

は無力で、， しかも両者はたがL、に争いを続けた.

以上のながし、苦難の時期を通じて，忍耐強く社会主義語陣営の統ーに努力し，運動の

再建に成功したのが，ヴィクトノレ=アドラ-Viktor Adlerであった.彼は，運動指導

者の選択や機関紙の編集，大衆の政治教育や演説などに非凡な手腕を示し 1887年末に

はチェヒ人労{動者をも協力させることができた.そしてついに 1888年 12月30日から翌

年 1月 1日にかけて，ハインフェルトに統一党大会が開かれ，左右両派の社会主義者と労

働組合の代表者 110名が参集し有名なハインフェノレト綱領 dasHeinfelder Programm 

が決定され，ここにオーストリア社会民主労働党ωの結成をみたので、ある.ハインフェ

ルト綱領では，まず，運動の原則を説明した前文で、社会主義社会の建設が述べられたの

ち，冨際主義にもとづく民族問題の解決，冨内の民主化，徹底した社会政策と労働者保

護などが，要求されていた. オーストリア社会民主党は， ドイツ社会民主党を模範とし

て中央集権的に組織され，労働組合との間には相互の独立性を認めあいながら，以後著

しい発展をとげた. 1890年代にはいると近代産業の発達はめざましく，数百人の労働者

をもっ工場がぞくぞくと生まれて，社会民主党の基盤は拡大し， 1893年には1"告白労働

組合Jfreie Gewerkschaftの連合が組織されて，社会民主党と緊密に結びついた.こう

して党の支持者は激増し党の統ーは強留になり，その影響は驚くべき広範囲に及んだ.

しかし，オーストリアの社会主義運動には，はじめから民族的対立と Lづ重誌が負わ

されてL、た. オーストリア社会民主党は，第二インターナショナノレの代表的致党の一つ

であり，自ら国際主義を誇りとしまたそれ自身司、インターナショナノレj とよばれて

いたが，本質的にはドイツ民族を根幹とする組識であり，∞ドイツ人の指導のもとに，

その君、想や文化もドイツ的であった. しカ￥しオーストリアは.現実には多民族からなる

国家であり，領内藷民族の労働者階級は， 当面の必要から帝国の支配階級に対抗して同

盟を結んだとはいえ，そこには共通な民族文化の基盤がなく，そのうえ至る所にひろが

る民族の混在地が，運動に特殊な密難をあたえていた.ここではハンガヲーは一応除外

しくの狭義のオーストリア国内のみに昌を向けよう.領内諸民族のうち，スロヴェニア

人その他の南スラヴ入，ノレテニア入などは後進民族であり， イタリア人は少数であった

から，とくに問題になったのは，チェヒ人とポーランド人で、あった.そのうちポーラン

ドの社会主義運動は，祖国と民族をドイツ・ロシア・オーストリアの三国に分割されて

いると Lづ特殊事情のもとで，それぞれの支配階級にたいして，それぞれ異なる被圧迫

( 1) Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Osterreich.以下襲宜上オーストリア社会民主党とよぶ
ことtこする.Brugel， op. ci t. S. 399妊.

(2) James Jo11， The second International 1899-1914， 1955. p. 117.なおドイツ社会民主党のカウ
ツキ-Kautskyは，ヴィクトル=アドラーの親友で，ハインブヱルト大会に参加したばかりでなく，

アドラーと協力して， ハインフェルト縞領を作成したこと誌，有名である ViktorAdler， Brief-
wechsel mit August Bebel und Karl Kautsky， 1954参照.
(3) ハンガリー王冨内には， ハンガリ一社会民主党があり， その下部には， クロアティア， スログ
アキア，ジーベンピュノレゲンなど異民族による白治的な党組織があった. ハソガリーについては，
Studien zur Geschichte der osterreichisch-ungarischen Monarchie (Studia Historica， 51)， 1960， 
とくに S.473託， S. 489旺.参照.
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民主矢や労働者指級と手をにぎって関わねゴならなかったが， オーストリア摂ガリチアの

ポーランド人は， 一地方にカイこまって他民族と混住していなL、好条件をもち，またそこ

ではかなりの自治が許されていたために，社会主義運動も比較的容易で，ポーランドの

社会主義者は， 1905年までは，オーストワア社会民主党と争うことはなかった.

一方，チェヒの社会主義者とオーストリア社会民主党との関係;L民族運動の進展とと

もに， 次第に困難を加えてきた.三月革会後のチェヒ民族運動の中心に立ったのは，老

年チェヒ党 Alttschechenで. [8ベーメ γ王国の説震を復活しようとするベーメン愛国

主義をかか;子ていたが， そこではチェヒ人とドイツ人の貴族が特権擁護のためになお協

力してL、たので，両民族の一般大衆を共同の反抗にかり立てる基盤が存していた. とこ

ろがその後. 民族資本家と小市民を基礎にする反景族的な青年チェヒ党が台頭しチェ

ヒ地方にハンガリーと同じような独自の政権を立てようとし急速に力をのばして.

1890年代には老年チェヒ党を完全に圧倒する勢いを示した.チェヒ民族運動のこのよう

な急進化は，労働者の運動にも影響を及ぽし彼らの一部は. 民族資本家に負けないた

めに，独自の民族運動を展開する必要があると考えるに至り，ここにチェヒ人の社会t:.

義運動には分裂の兆候が現われ，ω これはやがて労鴎組合にも波及することとなった.

労働運動の民族的分裂と重大な関係があったのは， 1896年のノミデニー内閣の選挙法改

正で、為る.すでに見たように， この年の 4月世論におされて国会で選挙法の改正が議題

となり，その結果従来の制限・間接選挙制に若干の修正が加えられて，新たに第 5部門

が設けられ， 72の議書が民衆の投票に委ねられることになった.この部門には財産資格

の制限はなく，満 24歳に達 L. 当該選挙i乏に 6カ月1)、土定住 Lていれゴよかったので、

:100万をこえる新らしい有権者が生まれた. こう Lて部分的に普通選挙権が導入された

結果，社会民主党員も下院に選出される可能性が生まれ， 翌 97年の総選挙では. 14名

の当選者を出すことができた.それまでは超民接的な共同部争が必要であったが，不完

全ながらも労働者に選挙権が与えられたのちには，各民族の独吉性を認め之げれぽ，大

衆の票を各民族資本家の党派に奪われる危険が生じたので、ある.民族的イデオロギーの

形成にさって指導的役割をはたしたのは. いうまでもなく中産的市民暗殺で、あったが，

民疾iちな思考や感'1吉はすでに広範屈な大衆の心をつよくとらえており，本来労働者箔殺

の国際的連帯性を強調する社会民主党といえども， このことを拒否しえない事実と Lて

考慮しないわけにはゆかなかった.労動運動としての性質ヒ社会民主党は、止符大工業

のIt:l心地にその拠点をもっていたが‘それらは大体において.民接的権力関争のとくに

さかんなベーメン・メーレンの地方に位置していたのである.

民技主義の労働運動への浸透ば，程衰の差はあれオーストリア内のどの地方にも挑め

られる現急であったが， このような状況のもとで，オーストリア社会民主党は自身の内

認に民族的な医分を認めざるをえなくなり .lだいに民族別の組識が樹立されていった.

そして守 1897年6月ウィーンに開かれた第8同党大会では，それまでの混乱した関孫が

(い 1890年fミ後半には民族主義的なチェヒ社会党 TschechischeSozialistenparteiが，社会民主党
から離れて樹立され， これは，第二インターナショナノ汁こも加入しなかった.村瀬輿雄「ヒトラー主

義の彩成過程(その 1)Jし号、恕 1956)言頁参照.
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整理されて，ω はじめてドイツ人・チュヒ人・ポーランド人・ルテニア人・南スラヴ人・

イタリア人など各民族の社会民主党の連合組織がつくられ，以後オーストリア社会民主

党とは， この連合体を意味することになった.その際これらの民族組織を結びつけたも

のは， 共通なハインフェルト綱領の受容と 2年毎に開かれる全オーストリア党大会，

および、民族別党執行委員会の全代表によって構成される全オーストリア執行委員会と L、

う共通な制度にすぎなかったので、あって，各民族組織は，それ自身の特殊な問題を処.flf，

するために，自己の党会議と執行委員会とをもち，地方活動と新聞については，完全な

自治権を認められていた.

こうして，オーストリア社会民主党は， 自己のうちに民族的分裂の可能性をはらみつ

つ， ω しかも国家と議会が民族闘争の激化の故に活動不能にある現実を前にして， いか

にして社会主義の理想を実現するかという， きわめて困難な問題に直面したので、ある.

この問題にたいする彼らの態度を，われわれは， 当時の党の公的発言を通じてうかがう

ことができるが，それによれば，党は，はげしい民族的対立の混乱のさなかではプロレ

タリア解放のための戦いに力を集中することができぬことを痛感し，民族問題の解決こ

そ何よりもまずオーストリアの政治的・社会的進歩のための必要条件であるという結論

に達した. こうして彼らは，他の国に見られぬ困難な問題と否応なしに取組まざるをえ

なくなったが，そこには当然、一つの重大なジレンマが含まれていた.ヴイクトル=アドラ

ーの次の言葉は， これをよく示している. rわれわれは， 現実的な生活のいかなるしる
しも示さない階級国家にたいして， 戦うことはできない.…一-われわれは一つの国家，

生き生きした近代国家を求めつつあるが， 同時にしかしわれわれは， これがわれわれの

国家ではないことを完全に知っているという，奇妙な状況が生じている.われわれは，

たんにわれわれの闘争を進める基礎を獲得するために戦っているという点で， ヨーロツ

パの他のすべての国家とちがっているのだ.J(3)こうして，コーガンの適切な表現をかり

れば. r現存の国家と社会に原則的に反対する政党が， ほかならぬその国家のために再
建のプログラムをつくりはじめるという， まことに異常な状況が形づくられた」ω ので

ある.

では彼らは，民族問題の調整のためにどのような具体的方策を考え出したのであろう

か.これをうかがうための第一の手がかりは. 1899年 9月に聞かれたブリュンの党大会

である. この大会こそは，オーストリア社会民主党の民族問題にかんする根本的態度を

決定したものであるから， 次にわれわれは， この大会の審議の過程とその決議案の性格

を立入って考察し，そこに含まれる数々の問題点を整理しなければならない.

4. プリュン党大会の問題点

1897年の新たな党規約にもとづいて予定されていた最初の全オーストリア社会民主党

( 1) Brugel， IV.， 1923. SS. 315-17. 

ぐ2) チェヒ人労働者は， 1897年のウィーン党大会の決定をなお不満足なものと考えていた.
( 3) Protokoll uber die Verhandlungen der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei 

Osterreichs 1904， 1904. S. 164; Kogan， op. cit.， p. 204. 
( 4) Kogan， op. cit.， p. 206. 
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大会は， 1899年 9月メーレンの都市ブリュン Brunn(チェヒ名は Brno)で開かれた.

この会議では，民族桝領の採択が議事 Fi程の最も毛要な項吾になっていたが、そこでは，

全オーストリア執行委行会の起草にカφsる決議案の原案が，あらかじめ輩出甘されてぷ i)‘

ベーメン出身のドイツ人 JosefSeligerがまず正式の発言者として立上り，了社会民主党

と民族的詣突J(Sozialdemokratie und der nationale Konflil王t) と題する演説を行なっ

て. この新綱領の背景を説明 Lた.彼はまっ先に匂民族問題にたいする党の関心がま寸

たく正当であることを力説した. 徒によれば，民族的な争いの結果最も苦しむものは'J)"

例主であ久それば方、りか，民挟的衝突の現状は， ft 挟や聖職 liーに漁夫の手IJ を 1~]' させる

ものである.すなわち彼らは，このような吋立を利用して一民政と他民民とを反tIさせ司

特権(1守勢力にたいして諸民族が一致協力するのを妨げることができる Lたがって， 1m 
足技のI~討に守円、をもたらす根本的な京国を解消させ.U日jの )1主 i誌を一品するために。一

つの解決策が見出されねばならない.く1) 

次に Seliger: i. オーストリア田家の瓦母子が真i二プロレタリアートの利益であるかど

うか， という r:UI起を提起した. これにたい Lて，伎は答える. [*フれわ，tt ， ，し このオー
ストリアのなかでたがし、に一緒になって生活しなくてほならないことを，知ってレる.

われわれのなすべきことは，オーストリアの瓦解を防ぎ，話民侠が共i二生活できるよう

な方策を見出すこと以外にはありえなレ.」〈2〉ところで， 民族的衝突を除去するために

は.各民主主自身にかんする諸問題の管理にあたって， きi該民族の充分な独立性を認める

ことが，何よりも必要である.その際民族的な問題;え文化的自由の観点からとりあげ

られるべきであって改治的支配の観点からとりあげられるべきではない.

ついで Seli尽era.執行委員会によって挺U::¥された決議草案を詳細に分りやすく説明

し党大会がこの草案を'慎電に審議するよう希望した.そ Lて演説の最後に，多民族|玄[

家オーストリアにおげる政治生活の基礎を見/+1すという.党に課せられた任務を.いま

一定強調した.ω

全オースト 1)ア執1-j-委員会の準泊した決議案は.解決の基礎となるべき原則をは勺き

りと打出していた. この決議案:で辻、支配階級;主民族!日jの守川、によって大衆にたL、する

技らの支配を誰持することができると L、う理由で. 民族n立の守干し位、:.:)¥::難され， ヂノ;手とJlF.
性の!亘理iこもとづいて諸民挟I1¥Jの紛争が解決されることこそ， プロレタリアートの利益

になる， とされる. しかしこのことは，真に民主的な連邦国家においてのみ可能であっ

て， '，'ff奈的な中央集権主義の故体のもとでは， また歴史的な諸州におレて固くまもられ

てL、る貴族主義的特権の体系のもとでは，イ~ f!f誌である.そこで，次の諸点の承認が，

i諸民放の問に平和をfiJJ復するための不可欠の条件とされた.ω

(1) オーストリア(i， 民主的な諸民族のÆjl~国家 NatÎonalitätenbundesstaat の形態に

( 1) Protokoll uber die Verhandlungen dωGesamtparteitages der sozialdemokratischen Arbei-

terpartei in Osterreich， 1899_ S. 74. この大会の議事録の重要な箇所は，荷揚 Koganの論交に引

用されている.本稿では，これを利用することにする.

( 2) lbid.， S. 77. 

( 3) lbid.， S. 78. 

〈生) Ibid.‘S.74. 
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おいてのみ，存立することを許される.

(2) この連邦国家を自律的な民族的自治地域に分け， これらの地域ができるだけ人種学

上の境界と一致するようにしなければならない.

(3) 各民族の自律的な諸地域は，完全な吉治にもとづいて自己の民族的な(すなわち言

語上ならびに文化上の〉諸事件を匙理し解決するところの，一閣の民族的連合体を形

づくらねばならない.

(4) 民族的混住地域における少数民族は，特別の法律によって，その民族的活動を保謹

きれねばならない.

悶 われわれは，いかなる民族の脅権をも認めない. したがって，一つの公用語をつく

ろうとする要求を拒否するものである. Lかし抱のいかなる選択も存しないので.わ

れわれは連絡語¥Terkehrssprache としてのドイツ語の存在を， 実際上必要であると

考える.これは，他の言葉の排除をともなう特権であってはならない.

この決議案の審議は，各民族部門の代表者たちに，重要な民族問題についての態度を

きめる機会をあたえた. しかもその擦かなり違った意見が表明されたことは，明らかに

民族的利害の相違を反映するものであって，次にその点を見なければならない. まず，

その一部だけがオーストリア領内に居住するこつの民族一一一ノレテニア人とポーランド人

の代表は，この決議案の諸原則に完全に同意しながらも，自分たちはそれぞれの特殊

な民族的状況を考慮しなければならないという，慎重な発言を行なった.すなわち，ノレテ

ニア社会主義者を代表する Hankiewiczは，ノレテニア人の大多数がロシア=ツアーリズ

ムの民族性剥奪支配のもとに生活しているとLづ事実を強調し，民族的解放は政治的・

社会的解放に先立たなくてはならない;-それ故にノレテニア社会民主党は， 統一された

昌吉なノレテニア人が， 諸民族の構成する家族のなかに対等な一成員としてその席を見出

すことができるように，ノレテニア民族全体の解放のために努力するつもりである」く1)と

述べ， ポーランド社会民主党の代表の一人である Regerも， ほぼ同一内容のステート

メントを読み為げた.ω

しかし，討議に際して最も特徴的な態震を示したのは，チェヒの代表であった. チェ

ヒ社会民主党の指導者の一人 Nemecは， この決議案に経済的要素が落ちていることを

批判したのち，さらに，国家のための共通語を強調することは，決議案の反中央集権的

趣宮にも拘らず，結果的にはオーストリアの中央集権主義を強化することになるであろ

うと述べた.彼の意見によれば，オーストリアが真の民主的国家になったのちに，共通

語の問題を解決するにたる時間は充分あるはずであって，現在の国家行政にあたって使

われる言葉に意、を用いることは，党の仕事ではない.しかしこの決議案の最大の誤りは，

彼によれば，民族的・文化的な事項をそれ以外の社会的・経済的事項から切り離.してい

る点にあった.そこで最後に彼は，これらの諸点についての穆正を示唆し，党大会は若

干の問題について意見の相違があるという事実を直視すべきであり， したがって.全民

族組織の代表者から成る一つの委員会を選出して，新らしい決議案の起草にあたるべき

( 1) Ibid.， S. 85. 

( 2 ) Ibid.， S. 108. 
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である， ω と主張した. いま一人のチェヒ代表 Krejd 主，民主的なオーストリア連邦

内の諸民族は自律的 autonomでなくてはならぬと L、う決議案の表現には， 変更を加え

る必要があると提議Lた (2)

チュヒ代表のこれらの発言を通じて，われわれは彼らの主場をうかがうことができる

チェヒの社会主義者たちが， ドイツ語に特殊な地位を一一公的に認められた連結語の地

位さえも一一一与えることを望まなかったことは. 後ちもまたチェヒ民族の政治的伝統に

従ったことを示すものであるがぬしかしこの言語議争¥.t.実はー胃広汎な問題の本111

の一角にすぎなかった. 引絞し、てのJ，t議に際 Lて F、fツ人の代表 En只elbertPerner-

storfer (.t，この点にβミんするチェヒ人の真の意図を.?1<のように，fしく指指した.ω 徒

によれば.一言語11:]題がすべてなので(土ない.民接的生存権法， r--=î請の、|λ':~'; の!長 WJによ

勺て本質的に与えられるわげで、はなく，それ:.t. 明確な民族的誤 Lの所有を意味するも

のである.チェヒ人が実際に欲するものほ男らカミに国家である. と. こ.hこそ民にチ

ェヒ人の主張の核心をなすものであり，まさにこの点において 漠黙と三語上の平予

を望んだだけでなく， オーストリア連邦の枠内に政治的・経済的な高性をもっ民枝的;nl]

度をつくり出そうと望んだ点で一一チェヒ社会民主党三チェヒのフソレジョアジーと共通

していた. ただしかしチェヒの社会主義者ーたち;え墜史的な権利を引合いに出して18ベ

ーメン王国演 (St.¥Venzel 0)諸地方，すなわちベーメン・メーレンーシュレジエン)をチェヒ民

族が支配しなげれぽならぬとする考え方を，反動的なものとして拒否したら〉点で.filiの

チェヒ政党の多くと異なっており. この点ではむしろ，オーストリア社会民主党の他の

民族部門と共通するものがあったことは，注百に値する

次に，南スラヴ族代表団の見解に呂を向;十ょう.彼ら(;t.全オーストりア執行委員会

の決議草案と本資的に異なる考え方を審議の過程に導入し たω 唯一の社会民主党組識

であって， この見解は， トリエスト出身の南スラヴ代表 KrIstan 二よって表明された.

設によれば，社会主義者は.一つの政治的組織を‘ 基本的iこ同じであるいま一つの組織

と取りかえることに謁足すべきではなく. 解決は喜ったま泉に沿って見出されねばなわな

い. I自由社会の原理は， 民族の観念と領土の観念の分離のうちに. その類似物を見1111

'，J--. J(7) 人種学的に区画された地域を行Ij乏しても， 少数民族の問題は捻カるれないであん

( 1) Ibid.， SS. 78-79. 

( 2 i Ibid.、S.89. 
( 3) 1848年の革命の際にも，チェヒ民族はオーストリア帝国議会における自己の代表を通じて，ドイ

ツ語をオーストリア国家の公用語にしようとするあらゆる試みに反対した、 PaulaGeist-Lanyi， Das 

Nationalil五tenproblemauf dem Reichstaεzu Klemsier 1848-49， 1920. SS. 92-93参照.

(を') Verhandlungen 1899， S. 87. 

( 5! 1897年に社会民主党の代表がはじめてオーストリア議会に選出されたのち，社会民主党所属の 4

人のチヱヒ人議員は，ベーメンの「歴史的同法J思想、の反動的性格を攻撃する声明を発表し， l'かび
くさい特権や文書を堀川1¥すことにたいして，……政治的・経済的・民族的・文fヒ的に正迫されたチ
ェヒ民族の圧倒的多数のli:意をその物質的ならびに精神的な窮境からそらせ，彼らのn:意を空想的な
国法 Stadtsrechtの邪道に誘いこもうとする意留にたいして」抗議した.Kogan， p. 209; Hantsch. 

p、htionalitatenfrage，S. 79. 

(6) これは，民間の決議草案としても提出された. その原文は Verhandlungen1899， S. XV.にな
められている.
( 7 ) Ibid.， S. 85. 
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う. なぜなら.人口の異動は，民族性を基礎にして領土を分庁ょうとするいかに手擦の

よい計画をも，狂わすおそれがあるからである民族が，一つの領土のなかに生活する

人口としてではなく，特定の民族たることを要求するすべての個人の総計として定義さ

れる場合にのみ，権利の平等は可能であるということを，われわれははっきりさせなく

てはならない Jω 発言者は， この構想を詳細にわたって説明することはなお不可能な

段階にあると述べ，領土を離れた組織の例としてカトリック教会をあげるにとど、めたが，

要するに論者の趣旨は，執行委員会の提示した決議案も， とくに混住地域における民接

的摩擦の可能性を除去するものでないというにあったのである. こうして，民族問題を

個人 Personlichkeitの原理にもとづいて解決しようとする考え方が，オーストリア社会

民主党の会議に導入されたが，この着想、はラブワュン会議の産前カー/レ=レンナ-Karl 

Rennerによってはじめて組織的に述べられたものであって，ω レンナーはその後この

着想をさらに発展させ， オーストリア国家改造のための示唆にとんだ自己のプランのな

かにとり入れたことは，のちに見る通りである.

決議案の審議を通じて注目されるいま一つの点は，いわゆる「純粋国擦主義一 relner

Internationalismusの傾向が，そこに依然として見られることである.代表のあるもの

は，党は民族問題に熱中することによって， 国際的な労働者運動としての国有の役割を

踏みはずしつつあると主張し総じて民族問題は人為的なものであり，働く大衆を混乱

させ分裂させるために， 主としてブルジョアジーによってつくワあげられたものではな

いか， という間いを発したが， このような態度は， ドイツ語を公認語として使うことに

チェ人がつよく反対したとき，それにやり切れない反援を感じた人びとの慣に， しばし

ば現われたものである.たとえばザルツブルク出身のドイツ人代表 Prehauserは， I民

族問の関争はまったくブルジョア的な事柄であって，われわれには何の関係もないこと

である. ドイツ語は，われわれが，またわがチェヒの同志たちが好むと好まぬとに拘ら

ず，文化とコミュニケーションの言葉で忘ることをやめないであろう jω と語り，また

ウィーンの Winarskyも，言語問題についての過敏さをほとんど同じ言葉で批判し ω

ドイツ語が共通語であると Lづ事実は， この会議においてさえ見られるところである，

と述べた. トリエスト出身のイタリア人 Guerinも，民族問題に関心を抱くのはフツレジ

ョアジーだけだ，という意見を示しくぬまたポーランドの社会主義者 Liebermannは，

断固として次のように述べた. I民族問題は， われわれの活動のあまりにも多くを奪っ

てしまう.…ブルジョア諸致党がささいな民族主義的光景に熱中するにしても，大衆は

イデオロギー的な言葉で考えもしなければ，行動もしない.後らは， 自分たちの経済的

科書を忘れることはできないのである.Jω 純粋罰際主義がここでは理論的な立場で語

られているよりも，むしろ現実に到したものとして述べられていることは，記憶する必

( 1) Ibid. 

(2) 支出lnerが SynopticusとL、う仮名で発表した Staatund Nation， 1899 としみ書物のなかで，
述べられている.
( 3) Verhandlungen 1899， S. 80. 

( 4) Ibid.， S. 91. 
( 5) Ibid.， S. 86. 

( 6) Ibid.， S. 91. 

28 



オーストリア社会史主党と民族問題

要がある.

審議が終ったとき、 定言者たちの示唆した設に沿って決議案を修正するために，一つ

の委員会が設げられ， この委員会の仕事の成果は.ふたたび Seligerによって党大会iこ

報告された f度は，論議の多くが五つの!京期の言葉使いをめぐって行われたことを告:子

たが，委員会によって修正された新らしい五原則は.次の通りである.ω

出 オーストリアは， 民主的な諸民族の連邦 Nationalit五tenbundesstaat こ改組されね

ぽならない.

(2 聴 I)ミ的に形b立されたオーストリア諸件IKronlanderを廃止して，民政IY)にrx=両d，jl 

た自治的な ii-~地域を4J2;士その立法と行政tL i当:通・子手・ i立接選挙にもとづいて者

IHされる氏族議会 National kammerによって行iなわれるものとする.

掛 川一民族のすべての白治行段!:;(域はー絡になって.民族的に統ーされた一つの述fT

体 Verbandを形成 L，この連合体(i ， '~1該民族の民族的i荒事件を完全に自治的に込

用するものとする.

(生) 少数民族の権利は， 常時議会 Reichsparlament によって決議さるべき特別の法律

によって，禄護される.

(5) われわれは， どのような民族的特権をも認めず， それ故に， 一つの国家語 Staats・

sprache をつくろうとする要求を拒否する.共通語 Vermittlungsprache がどの t~I:1支に

必要であるかえ，帝国議会が決定するであろう.

もどL、て Seligerは. これらの原ftlJが具体的にどのような働きをするかについて説明し

たが，それによれ~i ， 例えばベーメンの自治的なドイツ人地域のすべては， ドイツ人の

アルプス諸チH(現在のオーストリア共和菌〉と共に，オーストリアの全ドイツ人の民主主
的な事務を管理する一つの連合体に結び、つげられる筈であり. また新らしい自治行政区

域は，大体において. I日未の丹!とi司じ機詫をいとなむ苔で、あったが，国家全体にかんす

る事項は，帝|喜議会の手中に残される予定であった.なお Se1iger こよれば，新ら Lい

修正案は委員会でほとんど異議なく採択されたが，唯一の&.吋投票を行ったのは，南ス

ラヴ党の代表であった. しか Lこの反対投票は. i同人の原理を基礎とする解決の方が一一

円望ましいという志向を為らわ Lたものであって. 決議案の原則にたL、する反対を;J~ l 

たものではなかった.最後に Se1iger: i，社会民主党が長挨問題について解決策をもっ

ていること、 またこの解決築を実行にうっす決意において一致してL、ることを外部にぷ

すために，修正された決議案を満場一致で‘採択するように話望した.ω

審議の終りにあたって.チェヒ党の指号~- Nemecがふたたび立ちあがり，車実iこλ

られたnrのIド央集権iY.1傾向について J夏!差していたことを，あらためて色白するととも

に‘〈沿い支やこの民吉がと 1)aらわれたこと， そしてこのことは /Iljじ階級の!え討の
共通のヂ11吉:が民族的な立見の伯i主にうち1)，らうることをdtEIJJjしていると述べた.そして

伎もまた， 社会民 L党がオーストリアiニおけ、るl唯一の進歩(1守勢かであることを位界にイ;

すために，決議案を満場一致でほ択することが望ましいと附ーした.この採択によって，

( 1) lbid.， S. 104; Brugel， IV.， S. 339. 
(2) Verhandlungen. 1899， S. 107. 
( 3) lbid. 
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修正決議案の諸原則は， オーストリア社会民主党の民族問題にかんする正式の見解およ

び対策として，確定されたので、ある.

1899年秋のプリュン党大会は，オーストリア社会主義の発展のうえで， きわめて重大

な意義をもっているが，ここでは取りあえず次の三点を指摘しておきたい.まず第ーに，

この冨の社会民主党が 2年に一度の大会の議事の大部分を， 同時代の社会主義思想、の

範囲外の問題に捧げたということは，それ自身はなはだ注目すべき事柄であったといわ

ねばならない，第二に，この大会の討議と決議を通じてみられる重要な特徴は，社会民

主党が，オーストリア国家改造のプログラムを定式化したことによって，暗黙のうちに

ハプスプルク者関の維持をその政策の日課として受けいれたということである. オース

トワア社会民主党のこのような態度が， ドイツ社会主義の能始者たちの構想とまったく

異なるものであったことは，明らかである. マルクス・エンゲルスにおいては，ハプス

ブソレク帝国はふるくさい政治的講成物であり， それは導主Ijロシアの進出と汎スラヴ主義

の拡大に抵抗することによって，一時は有益な機能をはたLえたにしてもー究持.的には

解体に運命づけられたものと考えられていた.彼らの直接の目標はつねに大ドイツ共和

冨であり，パプスブ、/レク帝国解消ののちには. 領内のドイツ人地域は当黙ドイツ共和国

に含まるべきものであった.のまたラッサールは 1859年イタザア統一戦争中に書か

れたパンフレットのなかで， さらにはげしい言葉を使ってオーストリアを反動的原理の

権化とよび， rオーストリアはす断されねばならない.破壊され，おしつぶされねばなら
ない.一・・・・その灰は，世界の津々浦々に投げすてられねばならない.Jくむと述べている.

かように， ドイツ社会主義の創始者たちが西ヨーロツパ型の同質的な単一民族国家を

心に描いていたのに，オーストワア社会民主党は，ブリュン縞領の採択によって， これ

とはまったく違った政治思想の伝統をう lナいれたので、あった. 1848-49年の革命に際し

て， チェヒ民族の指導者 Palackyおよびスロヴェニア人の代表 KauCieは， オースト

リア帝国議会の憲法起草委員会で，歴史的な諸升!を亮止しハプスブルク奇書を諸々の

民族的領土の連合体に改造することを， はじめて提唱した.ω この講想をひきついだク

レムジール Kremsier議会の帝国憲法草案は，反革命の勝利のために日の自を見なかっ

たけれども，オーストリア連邦主義の考えはその後もあとを絶たず. 19世紀後半に公表

された A1fredFischhofの憲法案の構想は，クレムジーノレ草案をさらに一歩進めたもの

といわれている. ブリュン党大会の数年後に提示された二つのプログラム一一一ドイツ人

の自由主義者 RichardCharmatzおよびジーベンピュルゲンのルーマニア人 Aurelvon 

Popovici によるもの ーし一般によく知られている.ω オーストリア社会主義のア

( 1) 1848年のドイツ革命の擦にもマルクス・エンゲ/レスが「単一ドイツ共和国」の建設を主張したこ
とは，馬会IJの事実である.拙著「三丹革命J66頁参照 r革命と反革命」もこの趣旨で、つらぬかれて
いる.こちFp'題を扱った研究としては， Solomon F. Bloom， The world of nations， a study of the 
national implications in the work of Karl Marx， 1941がある. とくに当面の関部では pp.42-
43， p. 141参照.
(2) Ferdinand Lassalle， Gesammelte Reden und Schrifterしhrsg.v. E. Bernstein， 1.， 1919. S. 60 
( 3) Hantsch， Nationalitatenfrage， S. 44 ff. ;出稿「パラッキーとオーストリア=スラヴ主義につい
てJ(北大法学設治学論集， 1960)参照.
(4) これらわ思想家たちについては， Hantsch， op. cit.， S. 83 ff.参頬. なかんづく Popoviciの
<Die Vereinigten Staaten von Grossösterreich~ は，いろいろと論議された書物で、ある.
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プローチの仕方が， オーストリア連邦主義の他の代表者たちと異なっていたにしても，

ブリュン綱領ほ，その本質におレて， 1848年の革命に端を発する近代オーストヲア連邦

主義の流れvこ連なるもの，ないしそれを一歩道めたものといって差支えない. オースト

リア社会民王党のこのような思想が. 当時の歴史的現実のなかでどのような意義をもち

えたかは，次章以下において詳細に検討することにしたい.

第三に注目する必要があるのは， ブリュン綱領が結号におし、て， オーストリア社会民

主党の内部に存在した民挟問題にかんするさまざ主な見解の妥協的綜合にはかならなJわ

った， ということである. しかもその妥協がどのような線に沿うものであったかは， ブ

リュン大会の審議の跡をたどることにより， またとくにik:議案の原案と長後の修if:案と
を比較することによって，はっきりと知ることができる，最終案で，'1，民扶的に1;;(lrJijさ

れた自治的地域iこ.はっきりし た立法上・行政上:の機能が割台て hれているのに，原主

し仁 この点について'1，辻るかに暖It!(であった. むしろ!京案を起草 Lたオーストリア討

会 l~_義告たちにあっては，民政問題は主として主化や教育の領域に関するものと考えら

れていたのに， 最授の修正案が領土告すな線に沿って民族的自治を捧護していることは.

克のがすことができない. この主大な変fとは，民族問題を文化や言語の点からだげでな

く， 同様に政治的;I~U衰の問題として耳元りあげたチェヒ人にた L 、する譲歩を示すものにiま

かならなかった.共通語問題への慎重なアプローチも，チェヒ人をなだめるのがその引

いであった. 甫スラヴ代表団によって提示された.煩土を離れた民族の文化的自治の構

;告も， このような状況のもとでよ結局拒否されね;まならなかった. このこと辻，要する

にオーストリア社会民主党の内部でチェヒ党のしめた比重の大きさを示すものであり，

ブリュン編領は， チェヒへの見解を重視しながらの妥協的結論であったと L、わねばなら

ない.ω

ところで， このような性諮をもっブリュン綱領は， はたして民族問題の調整によく役

立つことができたであろうか. またオーストリア社会民主党の民坂理論;えその後のIJ1j・

照に土八、てどのような展開を示したで、あろうか.

f). カー ;V=レンナ←とすットー=バウアーの民主主珂論

オーストリア f士会民主党の民枝}1IL;~1Îの定民のうえで，ぷも，-n要な('1:'/;;Ij/;ど;工た L だのは‘

カーノレ=レンナーとオットーニパウア- Otto Bauerである. (1主ら L主た電 ブリュンぐと

大会にぷされた諸々の見解や，それらの支妥~I協d存刻s訂{的i巾1悦奈名討lJιi
多くの点でで、とり Lし、，，t れL， 発展させながら，それぞれの立場庁ミら，オーストリア国家改造の

注目すべきプログラムをつくりあ;子、たのであった.そこで， これら二人の忠怨の内容と

特色を.以下!腐を追って検，r-JL ，その!杢史的意;兵をi珂らJhi二しな:十h;まならない.

主ずカーノレ=レンナーく::)う込ら;之じめよう. 。立のi亡uu屯:告をうカミがうための材料唾よ.

( 1 ) したがってブリュン縞龍H:t， 2:自己民族としてのオーストリア=ドイツ人の地位を故来することを
意味Lたから， ドイツ民族主義一苦からは ri干し〆がたし、スラヴびいき」としてJi:.?草されねばならなカ為っ
た. ドイツ入党員たちは，なお中央集権主義に未練をもっていたので、ある.
(2) Karl Renner (1870-1950川ムオーストリア社会民主党右派の中心人物で， {.よ;?-'j".者としても有
名である. 第一次大戦後オーストリア共和国昂相 (1919-192かとなり， さらに第二次大戦後大統前
( 1945-1950)となった. メーレン農民の子で， 19世紀末からお世紀初頭にかけてのオーストリアの
民族的混乱を身をもって経験し，また議会の図書館員のとき，民族と文化の関係の研究に専心Lたの
が，その思想、形成に大きな塁手警を与えているといわれる.
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次の数々の書物であって， そのうち最初の二つは Synopticus， あとの三つは Rudo1f

Springer という仮名のもとに，出版されている.

Zur osterreichischen Nationalitatenfrage， 1899. 

Staat und Nation， 1899. 

Der Kampf der osterreichischen Nationen um den Staat， 1902. 

Grundlagen und Entwicl王lungszieleder osterreichisch-ungarischen羽onarchie，1906. 

Osterreichs Erneuerung， 1916. 

良枝問題にかんする彼の著作は， このようにかなり長期にわたっており，その問主干

の変化を示しているとはL叫、ながら，思想の核心は全体を通じてほとんど変っていない

ので， これらの書物を手がかりに， レンナーの民族理論の全構想を整理し まとめてλ

ることは，それほど関難ではない.ω 彼の全論文をつらぬく基本的契機は，民族の自治，

民族の問権. 11同人原理の導入の三つであり，それらにもとづく彼のプログラムは， 「二

次元の連邦JZweidimensionale Foderation理論の名でよばれている.

レンナーによれば，オーストリア国家改造計画の眼目は，中央政府と国民各人の関係だ

けを問題にする現在の f中央集権的=原子論的憲法J zentralistisch-atomistische Ver-

fassung を，同じ権利をもっ諸民族を基礎にする「有機的憲法Jorganische Verfassung 

ととりかえる点にある. 新らしい国家形成の基本となるべきものは ベーメンの国法

Staatsrecht信奉者や身分的分立主義 standigerPartikularismusの擁護者が望むような

「領土的連邦主義Jterritorialer Foderalismusではなくて，人民の自由な[司君、に支えら

れ，一民族のあらゆる成員をひとしく自由な発展の可能性に関与させる，温和な「足荻

的連邦主義J nationaler Foderalismusでなければならない.この呂的を達成するため

に，帝国の全領土は，諸々の民族的地域 nationaleTerritorienのゆるL、結合に改めら

るべきであり，それらの地域は， 同一民族の緊密な集団の吉住する地帯を当然含まなく

てはならない. レンナーがこのような民族的地域として考えたのは Alpenlander (今

IIのオーストリア)， Sudetenlander， Karstgebiet， Ungarn， Siebenburgen， Karpatenvor・

landの六つであったが， ω これらは 歴史的行政区画であるチ1'1 Provinzの境界とは，

もとより一致しない. なぜ、なら，大抵の升iでは，二つないしそれ以上の言葉が徒われて

いるからである. しかしこれらの民接的地域仏間一民挨のすべてを含むことができる

とは限らない. なぜ、なら宅オーストリアの全土にわたって民接的混生地帯というものが

あり，ω とくに大都市にはさまざまな畏族に属する人びとが住んでいるからであって，

彼らもまた自己の民族的権利を放棄しなければならない筈はなく， 自民族の文化的自治

にあずかる権利がある.それ故，個人的共同体 personelleGemeInschaftと地域的共月

く1) レンナーおよびオヅトー=パウアーの民族思想の理解については， Hantsch， Geschichte Oster-
reichs， II.; Hantsch， Nationalitatenfrage; Kogan， op. cit.; G. D. H. Cole， The Second Inte子

national 1889-1914， II.， 1956などに負う所が多い.
(2) Hantsch， Geschichte Osterreichsラ S.468. 
( 3) Springer，五ampfder Nationen， SS. 35-36. しかし彼がこの問題をとりあげたとき，具格的に
はドイツ人の立場で考えていたことは，否定できない.彼が少数民族というとき，それはとくに，ス

ラヴ人やマジャール人の居住区域のなかに重要な孤立した言語範毘 Sprachinselをもっドイツ人に

関保していたと患われる.
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体とが並fi-L，個人の原理 dasPersonal prinzipが地域の原理 dasterritoriale Prinzip 

を補完しなくてはならない.すなわち.オーストリアの全住民は自ら特定民集に属する

ことをrJ;(r;恥して雫その民族台帳 Kataster 二登録さるべきであり、 これによってその対

住共同体 nationaleGemeinschaftの権利を享受することができるのである. これが，

レンナーのし、わゆる NationsunIversitおであって，彼;え ドイツ人・チェヒ人・南ス

ラヴ族の三つの民族共同体を提案している .ω したがって，ある民族の一員たることは，

ftr~ 人的選択の事柄であり.各民族の全成員の構或するこの J単一共同体iL 公的な法人格

として，あらゆる民族的な事柄を延理する権i誌をもたねiまならない. しかしながら， レ

ンナーにおける民族的自治 nationaleAutonomie とは， その民族の丈化的な諸問題，

とくに学校と三語の問題に Jおける自治を意味するものであった. 徒によれぽ，Ji差民族の

i常に物議をかもしやすL、主要な問題は、丈化と教青に関するものであり，近代に入って詩

家が宗教の領域主ミら子をiJ11.、たことによって， 宗教的平和がはじめてもたらされたよう

に， 領土的境界と無関認に個人の共同体として組織された民族にこれらの事項を委ねる

ことこそ， 民族間の子和を同復するための必要条件である， というのが. レンナーの考

え)jを支える前提だったのである.∞

ところで. この「民族共同体J'i. !iiL;主の 民挨的地域;と(之どのような関j系に立つ

であろうか.すでに見たように、 レンナーはすーストリアをできる良り民族的に同質な

{~f二の地域に分:すようと L た治三 これらの地域;主吉己の地方議会 Landtagをもち主主

た大幅な白治持推:をもつべきものであうた L治追しそjれlにもJ約f布dらず' 一民挟的;地吉域! の岳

治1、吉乞吉

旋の緊;密竪な集団の!民J古;汀{往i主:地舟をf含守位ZむL'点，f/¥で;民挟i的rfηi内ヲ であるiに二しても' その機詑は' 原員別iリi的

にlは工令〈ω3ぬ)[尺亡校族-['tに無「問司係な1行I政 i上てプジの)r諸謡H問:リl逆逝;を也}坪理軍型今するiに二J夕あFち)i) ， 之:{ヒ的な事柄は f民族共

1ft}体‘が込月!すべきものと考えられた. これについてレンナ-(1，次のように述べてい

るわれわれは地図のうえに， --:-if(のネットワ-7をつくらねばならない. われわれ

は民践的な事柄と政治的な事柄とを区別 L， 同友活動の総体を二つに切りはなさなくて

はならない.われわれは住民を二定組織 Lな庁ればならない，一度ほ民族住の線に沿っ

て、二泣訂にl主国家へのIxll系iこf孔、て、そしてそのたびごとに在った形の行政ii"-fむこ :(4)

としれ、え. 「地域 と r 共同体 とほもとよづまったく無関係ではありえない.そ}lど

ころか， 1IIIj告はたがし、に連邦IEl家'YJlx]i恥二之ら，それ臼身の代表機関と政府とをもつべ

きであった. たとえば. 1己校(1切こI()"JfiなAlt!U!x (i. 1亡佐IY);ニ異質なj出i或i二あるはじAl'己

肢のWil人中{立の自治的jiJ肉体と一括になって. 自己の民族会議をもつべきでJbf)， この

会議は，オーストリア国家内のA氏肢の最高代表機関で、あって.実行機Imtこる政府をも

九司 主化|切な司的のために，その民民成員i二課税する権利をもたねばならなし¥

しか LI云がら，それだ汁で i土なI三不充分であって宅最徒に. 伺々の成員によって生j汚

r-.必要とiiZめ f)，rLる全長同が取りあ(ずら，llねi主、ならない， レンすーによれ(;t，全帝同

(い Hantsch，op. cit. 

(2) Springεr， op. ci t.， SS. 61-62. 

1 3 ) 民族的に同賀な地域は，行政的機能のほかに文化的なI問題に権[S}kをおよぼすこともありうる.
L壬 Springerラ Grund lagen， S. 208. 
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Gesamtreichは対外的な全体権力 Gesamtmacht として， また防高上・経済上の一体

Wehr-und Wirtschaftseinheit として，一つのまとまりをもち，その一体性は， 民族

的・地域的諸政府の代表によって構成される全国政府 Gesamtregierung および帝国代

表機関 Reichsvertretung(帝国議会 Reichsparlament)を通じて維持される.そしてこ

の帝国議会においては，民族的な問題ーは話題にならないであろうし全国政府もまた民

族的な問題には関らずにすむであろう.一一以上がカール=レンナーの畏族理論の大要

である.

レンナーの構想、は，要するにオーストリア国内に民族共同体と民族的地域というこつ

の組織系統をっくり出し これら再組織の協力によって全国の統一的支配を行おうとす

るものであり，これによって16来の王朝的統治方式を清算し各民族に充分な文化的自

由を与えながら，政治的中央権力によって統治することができると考えたのである. こ

のプランは，オーストザア国家の民族的混乱を身をもって体験したレンナーが，苦心し

てっくり出した，含蓄にとんだ成果で怠って，青年らしいオプテイミズムに充たされ，

国家の運命にたし、する彼の生き生きした関心をよくあらわしている.

しかしそれにも拘らず， ハンチュの指摘するように，ω レンナーの構想、は二つの重大

な欠陥をふくんでいた. まず第ーに，それはあまりにも理論的構成物としての性格が強

く， まさに実現不可能なことを要求したものであった，被の提示した複雑な国家機構を

操縦するに島たっては，はかりがたし、国難が予想され，各官庁の間にたえず権限争いの

起ることは，必至であった. また，そもそも民族的地域の境界設定からして，非常な園

難に遭遥しなければならぬことは明らかであり， とくに，オーストリア=ハンガリー帝

国の不自然な国境をそのままにして，その内部に各民族の自治的地域を設けることは，

ポーランド人やノレテニア人のように帝国国境のかなたに多数の同胞を残している民族に

とっては，不可能な事柄であった.∞民族的な対立についても，帝国議会が民族的な地

方議会 Landtag によって責径を免除されるという保証があるわけではなかった.現実

政策のうえでは，政治・経済と文化とは， レンナーの考えたようにはっきり分けられる

ものではなし全体に共通な科書といっても，実際には民族的生活に関係ある事項の集

まりにほかならなかった. プリュン党大会の決議においても，民族的文化問題の範聞と

中央政府の扱うべき共通問題の範習についての区別は不明瞭であったから，党内のドイ

ツ人はその後も経済問題を中央政府で扱うことを要求L， ポーランド人やチェヒ人はこ

れに反対していたのである.ω これらの点からみて，レンナーの構想は，非現実的な混

乱したメカニズムの提唱であったといわねばならない.

第二の欠陥は，急激な変革に反対する諸勢力のほとんど克服されないほどの強さが見

のがされている，という事実である. オーストリアではすでに長く存続してきた多くの

歴史的制震が， 人間の生活関保のなかに深く根をおろしており.とくに王朝的伝統に根

ざす帝国官祭が， I日来の官僚的行政組織全砕を危険にさらす恐れのある強制的干渉にた

いして，頑強な抵抗を試みるであろうことは，火を見るよりも明らかであった.さらに，

( 1) Hantsch， op. cit. 

(2) 村瀬・前掲論文(思想、) 6頁.

(3) 村瀬「ヒトラ-J162頁.
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レンナーの新秩j亨がチェヒの政治家'たちのいj立、を点ミちえるとは， はとんど考えることが

できなかった. なぜ、なら， レンナーのプランは彼らの未来にかける国法的な希望を消滅

させるものであったしとくに青年チェヒ党の急進主義が高揚した当時において， もは

や畏族の文化的自治をもってチェヒ人を満足させることは， 不可能に近かったからであ

る. もっとも. 20世紀のはじめに， レンナーの溝想i二近い線、で民族的対立の緩和された

事実が，ないわけではなかった.ω1905年メーレンの地方議会法ドイツ入部門とチェヒ

人部門に分割され，各部門;之氏挨穿!の選挙組識で議員を選ぶことになった. また各町

村は，自己の役場内の公用語と井部との連絡語を自ら決定しうるだけでなく， 丹、|の中央

官庁との連絡語も任意に定めることができた. さらに教育の面でも，各地に民族宕IJの学

校と教育委員が定められ， 付|教育委員会もドイツ人とチェヒ人の二部門から或ることに

なって，各民族の昌治権が一応うち立てられ，民族的対立はかなり緩和された. この}j

式'1.1910年にはプコヴィナリ十|で， また 1907年と 1914年にはガリチア州で同じ成功を
収めている. しかし，チェヒ・ドイツ両民族ともに少しでも不利になることをこばんだ

べーメンチ[，1で'1.ついに協定が戎立しなかったので、ある. このような現実の事患に充分
な考慮をはらっていないレンナーのプラン(1. やはり空想的オプティミズムという非難

を免れることはできないであろう.

カール=レンナーと並んで。 オーストリアの民張問題にカ通んする電要な構想を長関し

たのは.オットー=パウアーく2) である. この問題にかんする伎の主要な著作は

Die iisterreichische Nationalit:itenfrage und die Sozialdemokratie， 1907. (9242) 

Die iisterreichische Revolution， 1923. 

で。 とくに lìíT~- は， マノレアス L~義の t主要主献のーっとされている. 以下 i二と Lて前昌を

子がかりに. 20!l売紀初頭の授の思想、の特徴を明ら治通にしよう.

パウアーもまたレンナーと同亡く，民族問題を;え:iUJ')・個人的側面からとらえようと

した. バウアーによれば，氏技とは本来歴史的な競主であって，共通の伝統にもとづく

さまざまな行動を自由に行L、うることを要求する. その際，三誌の共通ということは.

民族性を形式する f主要な要来でほあるが.民誌をJ;'aJjIjする充分な主準とはなりえ主し.

氏肢の i主要なlY:色は，そのl占iむの主化と生活保式でーあり. Lたがってオーストリアの氏

住wnむ(1， ~L としてえ:iヒ(()自治のnu~起である. ずなjフら.各氏桜の居住J也におげるすべ
てのliil!記， とくに教育・ ~(JI;j ・宗教・社会(iヲ出古・銭与しなど氏扶(()生活様式と Ix~採のあ

るJiU:ぎを. そのit!;該自身の i-iii長と習慣に Lたがって昌治的;二込理する権利を認めること

が，必要なのであるくの

Lかしバウアーは， レンナーのように文止と政治・経済とを極端に区別することには

)えたIであり. レンナーの構怨をう(十つぎながら，それを社会主義思想全体のなかへ一層

( 1) Hantsch， Nationalitatenfrage. S. 62. 

( 2) OUo Bauer (1882-1ヲ38) は，オーストリア社会員主党左派の代表的人物で，オーストリアニマ

/レタス主義の指導的理論家の一人. 第一次大戦後 1918年から翌年にかけてオーストリア共和匡外相

となる.第一次大戦中ロシア軍の樟虜となり，革命を経験した. 1934年のウ fーン一段後は，亡命し
てチェコおよびフランスから党を指導した.
( 3) Cole， op.じit.，p.ラ52ff. 
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深くすえつけようとしたのであった. ¥， 六、かえれば，階級闘争と民族の自由や自治のた

めの関争とを一致させることが， 設の主要な問題だったのである. r資本主義社会にお
いては，労働者階級は民族的な文化共同体から閉め出されており，支配的所有者階級の

みが，民族の文化的遺産を横領している.社会民主党は，人民の労働の所産である民族

文化を，全人民の所有物たらしめ，それによってすべての同胞を民族的な文化共同体に

結びつ汁， こうしてはじめて文化共同体としての民族を実現しようと努力するものであ

る.Jω すなわち， ~皆級闘争のみが， ある民族の権利と文化財を労働者階級に所有させ

るのであり， したがって，畏族は階級闘争においてはじめて， 自己を完全なものにする

ことができるのである. しかも， ~皆級関争はすべての民族に共通するから，民族の文化

的自治 Kulturautonomieは，あらゆる労働者階級の共通の要求となる.

ところで，オーストリア菌家の現状はどうであるか.現在の市民的=原子論的=中央集

権的憲法 biirger1 ich-a tomis tisch・zentralistischeVerfassungは，国民各人 Staatsburger

を考えにいれるだけで，法的統一体としての民族 Volkをまったく認めていないから，

各民族は，民族的な党派に組織された自分たちの議員を通じて自己の要求を表現するほ

かはなく，またその議員たちは，民族的利害の代弁者として，ますます勢力の拡大につ

とめ， こうして党派形成と民族問争とは，権力闘争としての性格をおびるようになる.

これが，好ましくない現在の民族的対立の姿である.そこで「あらゆる民族の労働者階

級は， 各民族に一つの確実な権力範囲 Machtsphareを割当てることによって諸民族の

権力関争を終らせるような憲訟を，そして，各氏族に自由な文化的発展の可能性を年え，

あらゆる民族の労識者たちに自己の民族文化への関与を期待させるような憲法を，要求

する.J

ここから， またしても個人の原理 Persδnlichkei tsprinzi p に帰石ーする改革のプログラ

ムが生まれる.∞パウアーによれば，オーストリアは，民族的に区画された諸々の自治体

Sel bstverwal tungskδrp伎のうえに組立てられる，民主的な多民族国家 demokratischer

N ationalitatenstaatとなることが，必要である.このような民族自治体の立法と行政と

は， 一般・直接・平等選挙権にもとづいて選出される民族議会 Nationalkammerの手

によって行われる.そして，同一民族の全自治体は，民族的に統ーされた一つの連合体

Verbandを形成しなければならず， この連合体は，その民族的諸問題を完全に自治的に

処理しうる権援をもっ.一つのまとまった民族居住地帯のなかの少数民族は，公的=法

的団件 offent1ich-recht1icheKorperschaftとしての性揺をえて，自己の学(掃を自治的に

管理しえなくてはならない.

ところで，パウアーの見解によれば.オーストワアにおけるこのような構成は，fj-政

共同体 Verwal tungsgemeinschaftの国擦的組織，すなわち国際法共同体 Vδlkerrechts-

εemeinschaftの中核となりうるものである.すなわち，民族共同体 nationalesGemein-

"¥vesenを昌治的な構成員として，新らしい種類の一大国際共同体の成立が，可能である.

共同して自然を支配するために，文化にあずかる人間全体を糾合すること，人類を自治

的な文化共同体に編成して.それぞれ自己の民族的文化財を享受し， 昌己の民挨文化の

( 1) Bauer， Nationalitatenfrage， S. 405百.
(2) Bauer， op. cit.， SS. 325-39. 
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一段の発展をはかることができるようにすること， これが， 社会民主党の民族的な究極

目標である.く1)

パウアーのこの忠、想は， たしかに将一来の函際連盟子園際連frの構;告に通するものをさ

ん℃おり， f皮が， 多民族国家オーストリアの生活体験、のうえに，来るべき時代への鋭L、

予見を示したことは，注目すべきものがある.しかしながら，現実の歴史はこのようなほ

際的ヒューマニズムとはまったく遣った方向に進み， バウアーがこの内容豊かな書物を

書いてから約10年の後に18ハプスブルク帝国の地盤のうえに成立した数多くの主権的民

!京国家は，市民的ナショナリズムに強くつらぬかれており、民族問の争いを消滅させる

には程遠かった.その意味で，パウアーのすぐれた理想も，当時の具体的条件のもとで

は之;化的楽天主義の幻想、とみられ， 反動的なものと批判されても，やむをえない一面

があったといわねばならない. しかしこの点についてiL 後章でさらに立入って検討さ

れるであろう.

6. オーストザア同家容認の問題とバウアーの思想的変化

次にレンナーとパウアーの民張理論を比較し両者の共通点とその意義につし、て， ~ 

らに考察を進めねばならない.

まず第ーに注Eすべき点ば， レンナーとパウアーが. 程度の差えあれ. ともに民族問

題を主として文化的側面からとらえ，それと関連して.個人の原理を民按問題解決の基

礎においていることである. この考え方;えすでにプリュン党大会で南スラヴ代表によ

って提記されたものであったが， レンナーとパウアー， ことに前告においては，理論件

系全体のなかで中心的地位を7・えられている. その理由(i， いかに境界をおきかえても
どこかに民族混住地域が残 i人 少数民族が多数民族の手で、不当i二取扱われることが避げ

がたい限り，オーストリアに民族関の平和をもたらすためには，領土的自治だけでは不

充分であり，偶人的自治の線に沿っての解決がぜ、ひ、とも必要であると考えられたためで

あった.ωLか L，三人の社会主義者のこのような投手伝的提案は， さらに一層深いイデ

オロギー的基礎をもっていたことも，看過してはならない，く3) 彼らにあって辻， {同人的

自治の考えは， プロレタリアートの性格をあらわL. 主たその捷命をあらわすものと忠

われた.近代においては， 人ひとはもはや土地にし;工りつげられてはいない L. 主らに

資本主義は，提供される有利な労働搾取の機会に志じて， プロレタリア大衆をここか L

こに移しつつある.それ設に， 人種的な境界で諸民慈の百往地を区画することは， もは

や不可能であり，のみならずこのような仕方U:. 領土の経済的統ーをやぶるおそれさえ

ある.労働者階級は，文北の伝達を媒介するものとしてのみ，民族に関心をもっ. こう

して. I日責挨が壁史的なチHの観念を悶守し 7"1しジョアジーが自己の利益をあらわす民

政国家の観念を掩護するのにたいして， 民枝の主化的自治の捺1=11をかかげることこそ，

プロレタリアートの使命である司 ω と.三人に見られるこのような丈 ítrj':J・ n~i 人的岳治

( 1) Hantsch， op. cit.， S. 74 f. 
( 2) Springer， Kampf der Nationen， SS. 35-36.; Bauer， :0Jationalitatenfrage， SS. 325-39 参照.
( 3) Rudolf Schlesinger， Federali邑m lnじentraland eastern Europe， 1945. p. 210. 

( 4) Springer， Grundlagen， SS.ラ6-57.
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のプランは，公式には社会民主党の綱領の一部にならなかったけれども，当時の指導的

な社会主義者たちに受け容れられ， さらに二人の著作は，オーストリア社会主義の持営

をこえて，各方酉tこ大きな関心をよび起したといわれている.ω われわれはこの考え方

のうちに，西欧ヒューマニズムの思想的伝統をみないわけにはゆかない.

これと関連して， 第二にとりあげ、なければならないのは，オーストリア社会民主党に

みられる，超民族的なオーストリア自家保存の態度である. ブリュン縞領・レンナー・

パウアーの間に若干の相違が晃られるにしても，それらの構想がし、ずれも全体としての

オーストリア冨家の枠組の容認を含んでおり，そのために，帝国の解体につながる i民

族自決JSelbstbestimmungの原則を採用しなかったことは，すで、に見た通りである.

しかし，彼らの考えた超民族的国家の採持とは，そもそも伺を意味したで、あろうか.

その際まずわれわれの注意をひくのは， 彼らの国家保存的意向が，ハプスブノレク王朝i

に好意的であるとか，王国的であるとかし、う意味ではなかった. ということである.す

で、に晃たように， レンナーはオーストザア国家の一体性を重視したけれども， それは，

ハプスブ、ノレク王朝に積極的意味を与えたことではなかった.伎によれば， ドナウ地域に

おける国家=権力構成の新たな形態を， 王室から期待することは不可能である. i王室

の任務は，ただもちこたえること，帝国の統一の一片をも放棄しないこと，いかなる改

革にも不利益を与えないこと，その抱の点では，かり立てられ，呼ばれるまで待つこと、

でしかありえないj という言葉は， まことに興味深し、.∞パウアーにおいても，オース

トリア国家の存立は，ハプスブ、/レク王朝に訣存するものではなかった. 旧来の王朝的統

治議式にとってかわるものは.民族性の!京理 Nationalitatsprinzipであるが，バウアー

によれば，この原理は国税 Staatsverfassungの原理であって，国家形成 Staatsbildung

の京理ではない.くのしたがって民族自決ではなく，民族の自治がとりあげられねばなら

ない.民族的自治は，個々の民族に確実な権力範囲 Machtsph五reを与えはするが， し

かし国春の経済領域や自身の軍隊を， したがってまたそれ自身の外交政策を与えるもの

ではない.ここに全体国家オーストリアの存在理由がある，

オーストリア国家存立の根拠は， まさにそれを構成する諸民族によって生活上の必要

と認められる点にある.これについて，パウアーは，さらに詳しく次のように説明する.

王 I=~ を構成する諸要素は，王国が全鉢的権力 Gesamtmacht としてまた強国 Grossmacht

として維持されることに，多大の関心をもっている. まず第一に王国の存立は，王国外

に同胞をもたず， しかも主権国家としては自己の民族的・物質的な利害を右効に守るだ

けの力がなく， 他の国家にくみ入れられて他民族の支配下に立たなくてはならないよう

な民族の利益に， とくに深い関採をもっている. また工業家や企業家たちは，広大な経

済圏の{面値や，彼らの利益を守ってくれる権力の価値を，あまりにもよく知っており，

抱方農民や小市民は，彼らの[階級イデオロギ-J Klassenideologieを通して，帝国の

擁護者となるのである.すなわち「彼らは， IBい伝統のなかに撚りこまれた人間のこか

( 1) Kogan， op. cit.， p. 214. 
( 2) Hantsch， Geschichte Osterreichs， n ・， S. 46ヲ.
く3) Bauer， op. cit.， S. 523. 
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の愛清をもって， 帝国に執差しているのであってJ， この点ではカトザック教会の影響

も大きい. こうして王国は，きわめて広範囲の民衆をより所にすることができ，軍隊の

力も，このような民衆のうちにある i思害、深い人なら誰でも，もし(オーストリア〕帝

自が今日その生存のために戦わねぽならぬとしたら，ドイツ人の兵隊も，ぷーヲンド人・

ノレテニア人・セノレピア人・ルーマニア人の兵隊し 服従を拒まないであろうことを.疑

うまい.-.1ω そこで慎重な考曜の末に，バウアーは以下のことを確認する， Iオーストリア

王国が頼みにすることのできる国内諸勢力をーベつしただけで令すでに次のことが明ら

かになる.オーストリア王国は内部の争いのために滅びることはなL、だろうということ，

そしてもし万一オーストリア王国が崩壊することがあるとすれ(f，それは， この国のな

かに居住している諸民族によってひき起きれるのではなくて，何らかの外菌の干渉によ

ってのみ起こることがあるかもしれぬ， ということがJ∞ノくウアーによれば，オースト

リアの民族問題は. 列強の帝国主義的競争と関連することによって， ヨーロッパの政治

問題となるから.オーストリアにとっての危険は， 資本主義的膨脹政策によって惹起さ

れる不慮の顛覆にあるのである.そこで彼は，戦争がオーストリア帝国を解体させるこ

とを恐れて，戦争そのものにするどく反対し 1908年のポスニア・ヘルツェゴヴィナの

併合をめぐる危機の際に(i，大衆を動員して.はけごしい平和・反戦運動を展開 Lた (3)

このような国家保存的意向は， レンナーやパウアーだげでなく， ヴイクトノレ=アドラ

ー， Pernerstorfer， Friedrich Austerlitzらのオーストリア社会民主党の指導者たちの[誌

にも，共通してみられるところである.ω 疲らは，オーストリアが連邦的な線に沿って

改組される必要を認めながらも， あくまでもドナウ地域の政治的・経済的統ーを維持 L

ょうとしたのであったが， このような考え方は、すでに 1848年の革命当時パラッキーに

よって定式化されたオーストリア=スラヴ主義(5) と，本質的にはまったく変らぬもので

あった， といって差支えない.

以上が， 1914年以前のオーストリア社会民主党の民族理論に共通する顕著な特色で、あ

った. しかしやがて第一次世界大戦が勃発 L，しかも戦況が日を追うてオーストリア=

ハンガリー帝国に不利な方向に進んだとき， 彼ちの民族理論はどのような展開を示Lた

であろうか.次にこの点をレンナーとパウアーについて検討しよう.結論を先にし、え;工、

両岳の間には重大な見解の椙達があらわれたのである E

大戦の勃発から終末に至るまでの間に‘ オーストワアは大きな政治状況の変化を経験

Lなけれ;まならなかった.第一に，戦争は予想外に長期化して，銃後の国民とくに労働

者階級に重大な犠牲を強い，しかもその勝利に終る見込は次第に薄らいできた.第二に，

その間ロシア革命が成功して. プロレタリアートに政権獲得の希望をもたらした. そ L

て第三に，戦争とロシア革命の影響をうけて. 領内スラヴ諸民族の自由にたいする要望

は，次第にその性格を変えてきた. チェヒ人・南スラヴ人・ポーランド人は， もはや文

( 1) Hantsch， Nationalitatenfrage， S. 75 f. 
(2) Bauer， op. cit.， SS. 444-4ラ.
( 3 ) 村瀬「ヒトラーJ165頁.
( 4) Hantsch， op. cit.， S. 76. 

(ラ〉 拙稿「パラッキー書簡とオーストリア=スラヴ主義についてJ248-9玄参照，
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化的自治権に謁たせず，完全な民挟的独立への要求をあげはじめた.ω 彼らの掲げたの

は，超民族国家の理念ではなし民族自決の原理だったので、ある.

すでに見たように， カーノレ=レンナーは大戦前一連の著作のなかで， 中央集権的-'1'-.

絶対主義的なオーストリア王国を，民主的な諸民族の連7邦国家に改造することによって，

その国家的崩壊の危険をさける必要のあることを述べていたが， このような状況の変化

にあっても，依黙その態度を変えず，最後まで彼は超民族国家の理念を固持していた.

戦争中の彼の思想、は， 1916年の OsterreichsErneuerungのほか，“Arbeiter・Zeitung"

(ヴィクトノレ=アドラーが 1889年十こはじめた党の正式機関紙， 1895年以来呂子11.)や， “Kampf" 

(1907年パウアー・レンナーなどが創刊した雑誌汁こ寄せた諸論文から知ることができるが，

そのなかで彼は， オーストリア国家の理念を政治上・経済上の必要物とよび， 自治的な

諸民族の連合体としての超民族国家こそ.将来をになうものであると述べている.彼に

よれば. I超民族冨家j は「民族国家」よりも進んだ，一段高い国家形態であり，王国

を民族的諸小国に解体しようとする「民族自決」は， 反動的なナショナリズムの解決

策，歴史を通じて古くなった「反動的ユートピアJreaktionare U topieであるとして非

難される.超民族的全体国家の「防衛および経済上の一体性JWehr-und Wirtschafts-

einheitは，レンナーにとっては，民族的自治とともに， 時代の必然的要求であると思わ

れ，実際設は，オーストリアがこの基礎のうえに自己を更新できると固く信じて疑わな

かったのである.ω それ故に彼は， スラヴ諸民族の離反につよく反対しポーランド問

題については(オーストリア=ポーランド的解決j をJ泣き，ユーゴースラヴ問題につい

ては「大クロアティア的解決Jを提唱した. のみならず， この時期の彼は， フリードリ

ヒ=ナウマンの意味に;おける「中部ヨーロッパの関税=墾壕共同体Jmitteleuropaische 

Zo 11-und Sch iitzengra bengemeinschaft さえもL、とわなかったのであって，後がナウマ

ンよりも先に， I連合した東方諸民族」 の政治組織としてドイツに指導される Mittel-

europaを主張していることくめは，はなはだ興味深し、ものがある.

このように終始その見解をかえなかったレンナーにたL、して. 戦争末期のオットー=

バウアーは， 1907年の Nationa1itatenfrageに示された自己の見解を根本的に変更し，

レンナーから遠く離れて，王国の枠内での民族問題の解決を不可能と考え，階級的利害

を国家の利害の上位におく革.命的思想、を提示した.彼は戦争に参加して， 1914年 11)j 

ロシア軍に描えられ， シベワアの苦しい生活を経験したのち， ヴィクトノレ=アドラーら

の努力で， 1917年 9月掛妻交換によってウィーンに帰ったが，その後の伎は， もはや以

前のように，ハプスブルク帝国の存続を考える気持から遠く離れていた. この持すでに

バウアーは， 戦争はなお長びくにしても，ハプスブ、ルク王国内のスラヴ諸畏族の民放革

( 1 ) オーストリアのポーランド人は，ロシア・ドイツの毘胞とともに独立国ポーランドをつくろうと
し，ハプスブノレク斎国の寓スラヴ人はセルピア人と一体になってユーゴースラヴ国をつくろうとし，

チェヒ人とスロヴァキア人は一緒になってチェコスロヴァキア国をつくろうと努力していた.
ぐ2) Hantsch， op. cit.， S. 78. 

( 3) Sprin宗er，Osterreichs Erneuerungラ S.145任 Hantsch，op. ci t， S. 95， Note.持参照.なお
ナウマンとレンナーの関係を見るためには H.C. Meyer， Mitteleuropa， in german thought ano 

action 1815-1945， 1955が重要であり，邦語では三宅正樹「世界政築と中段理念J(年報政治学 1961)
が参考になる.
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命をもって終るであろうと予測し. 当面の課題は，社会民主党に，この革47に対廷する
ための精神的準揺をととのえさせることで為ると考えた. そこで役は. 1918年 4丹の

"Kampf門紙上に，革命の際の党の任務にかんする自己の所見をまとめて公表したが，ω

これ.:t， -'1:'11日j:の授の忠想を知るための長も宅要な資料である. 'tt会民主党iL 民主I'!'-)

な政党である. L /J￥しながら. ，j~民族の全除もしくはその大 ;'í:li 分が， 自己の意志i二 I~Z L 

て一つの同家的連合のなかに維持されている易会には， テ、モクラシーユ可能でほない

，.それ般に守社会民主党三諸民族の自決 Selbstbestimmungを是認しな;十tl¥工ならfょ

党は. どのような民校なL、し一民挟のたt'~i; 分にも， 自己の同家的f'K序二ついて I'J~.) 

1 )t'ぷずる権利を;承認し主i十ればなら，I-s:~ ¥L方、しそ;rlと日H:j:¥二. パウアーのプログラ

ムは，チェヒ・ポーラン r'-・liiスラヴ託会民主党が. 自民扶の自由の千ノ1のもとに{告の民

枝を奴;事fヒしようとするそれぞれの民民ブルジョアの;ちらゆるぷ立と戦うことを， 要;1ミ

ずる.すなわち，ベーメン・メーレンのドイツ人地域を強制(I~Jにチェコスロヴァキア丙

iこ合併しようとし， 東ガリチアの/レテニア人地域を無理i二ポーランド国家i二 í~rfiしよう

とし. またアルパニア人やブルカ、リア人をユーゴ、ースラヴイア|司i二台併しようとするた

ぐL、の式入には，あくまでも反対しなくてよならない. そして主た誌のプログラムによ

れば.ハブスブルケ帝国の瓦解とともに、 ドイツ人のオーストリア;土，特珠な共同体と

して， fl1i-民族の混合物fこるオーストリア吊:国から解き放たれるであろうが， その際.

18481f.の革命の場f干のように，あらゆるドイツ人を一つの民主的なドイツ共同体に統ー

するという問題が.ふたたび提出されるであろう.その時ドイツ人のオースト 1)アa.

ドイツ|習にたいする昌己の関係を， 自己の必要と:意志i二従って自主的i二女王理することの

できるような国家でなくて辻ならない. これが.来る 4くき苧命にたL、するバウアーの立

解であった.

このようなパウアーのJ忠;包!が司レンナーの i工;干しい茂持をうけたことは当然である.

レンナ!わ在むに. 1918年5月の "Kampf'二ょせた論之のなカミで， Iパウアーの考え

}jはマッチーニ ~1azzini の精神に由来するものであって， カール=マルクスの精神に

出来するものではない ときびしく批判した.くのしかしパウア之これに屈することえ

く，議t誌をもって答え. 自己の民枝忠;在、を党員 fこむの I~ 号 i二徐々に没透させることに成功

した ?がて革命が近づいたとき.それはすでに後らの共有財産:となっており.最後に

は. レンナ一以下の党右派幹部さえもこれを受容れま訂正ならなカ込ったのである.

口、 iての考察によって， パウアーの思想が第一次大戦を契機iこして 180度の転換をとげ

たことが明らかにされた. Lカ与しパウアー自身(1， この薪ら Lい態度と戦lIIiめ自己の司

説との1:立の関係を必ずしも矛訴し i三ものとぜ主見ていない. 伎がのちにLnl;告するとこんに

よ ;h~f. 自分はあの、liH ~j' (1906年9"i--筆者}ー王国!うでのオーストリア氏朕11ij:起の解決を、

とんiニ一時'1'1'-.1なものとしん、J5-えてレな方ミったーにめのであず〉て司 その}.. ¥l，でレンナーとは斗

立状態にあった，と述べ亡いるすれと、も，すでにJしく比た通り，くり 19061f.出i1:走iニベ

(1) Quo Bauer， Eine Auswahl au邑話einemLel氾 nswerk，1961. SS. 29-30. 

( 2) Ibid. p. 30. 

( 3) Bauer， Die osterreichische Revolution. 1923. 

( 4 ~; このことは，ハンチュもはっきり liZめている.Hantsch‘op‘どit.， S. 78. 
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ウアーがレンナーと違った考え方をしていたという確実な証拠は， まったく存しない.

したがって戦前のパウアーの思想と戦争末期のそれとの聞には， やはり本賞的な変化な

いし発展があったと見るべきであり， レンナーとの対立は，その結果として生じたもの

といわねばならない.ω

7. バウアーの思想的転換の背景

では，パウアーにおけるこのような思想的転換は，一体どのような理由から起こった

のであろうか. この点の立入った考察は，オーストリア社会民主党の基本的性格を明ら

かにするうえの，望大な護をなすものと思われる.バウアーは， この変化が主としてヴ

イクトル=アドラーの影響によるものであることを述べているが， ここではさらに広い

視野に立って検討を進めることが必要である.その際まず第一に注目されるのは，戦況

とそれにともなう国際情勢の変化である.第一次大戦が勃発したとき，オーストリア国

内には熱狂的な愛国心が高まり，社会民主党も平和主義をすててオーストリア政府の戦

争政策を支持するにいたったが， この決意、は主として， ロシア=ツアーリズムの専制支

配にたいする嫌悪に根ざすものであった.ω ロシアにたいする戦いは， 自由の敵とくに

労働者措絞の最悪の敵にたし、する戦いであると考えられたので、ある. しかしやがてツア

ーリズムが革命によってお倒され，専制権力による圧制の危険が終りをつげたとき，今

度は，自国の帝国主義勢力および中欧同盟諸国の軍事的独裁の危険にたいして， 同様に

力強く告白をまもる必要が起こってきた. しかもその間，勝利の見通しは遠のき，戦線

と銃後生活における困難は， 日ましに増大しつつあった. このような状況のもとで富由

擁護の百的を達するためには，できるだけ速やかな平和の締結と，そのための園内宣伝

を行わねばならなかったが，この平和はしかし もはや連合国側の諸条件をうけいれる

ことなしには，得ることのできぬものであった.

連合国側は，最初オーストリア=ハンガリーとの単独講和を望んでおり，この国の解

体はなお一般的な戦争目的となっていなかった. この時期には，彼らはオーストリアの

民族問題については， 諸民族の完全な自治を望むにとどまっており， ロシア革命後の

1917年 12月ジュネーヴで‘行なわれた英填両国間の秘密交渉の際にも. イギリス側の発

三者は，オーストザア国家の改造案としてイギザス連邦の場合を示している. 1918年 1

(じ レンナーとパウアーの見解の対立の背後には，社会民主党自体の分解とLヴ事需があったことも

忘れてはならない.普通選挙髄導入後，社会民主党はめざましい躍進を示したが， こうして議会内の

大政党に成長するとともに，器和派と年長指導者の勢力が大きくなり，同時に現実に密着した改良主
義的傾向が強く主久急速に右傾イとして，オーストリア帝国の機構を維持する体制内政党としての性

格をはっきりあらわしてきた.第一次大載の勃発に当って，社会民主党が平和主義をすてて政府の戦

争政策を支持したのは，こうした事情に由来するものである. しかしこれと並んで，以上の傾向に反
対する左派の勢力も台頭し，党内には，あくまでもハプスプルク帝国の存続を考えるグループ=右派

と，菅国の没落を予想するグループ=左派との分離が進行していった.戦争の当初江右派が優勢であ

ったが，戦勝の晃通しが遠ざかり，戦線・銃後の生活の困難が増すにつれて，左派が優勢になり，最

後にはレンナー以下の党右派幹部も，情勢にお寓されて，パウアー，ヴィクトル=アドラーらの左派に

接近して，協力整勢をとり， こうして 1918年のオーストリア革命は成功したのである.村瀬「ヒト
ラ-J 168頁以下参毘
(2) このことは， Bauerが Dieosterreichische Revolution， 1923 (JJなかで，はっきり述べている
ところである.
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丹5日にもなおロイド=ジョージ LloydGeorge は，諸民族の民主的自治を基礎とする

オーストリア王国の存続を， 公式に認めていた. しかしながら 1918年の 4月以後，そ

してとくにこの年の7月チェコスロヴァキア国が事実上承認されて以後， オーストリア

問題についての連合国側の態度は急激に硬化し !日王国の解出と民族自決にもとづく子

権国家の実現を強く要求しはじめた.ω ァドラーおよびパウアーの指導下にあったオー

ストリア社会民主党は，いまやこの方針を完全に採用することな Lには，平和回復の目

的を達成できない羽目に追いこまれたのである.王国の枠内での民族問題の解決を不可

能ないし無意味と考えるにいたったノくウアーの新たなプログラムが， 後の民主主義的-

n会主義的関心の高まりを示すものであったにしてもー のつびきならぬ現実情勢へのつづ
打なき汁廷の方策という一面をιっていたことほ存易i二佐摂IJされるところであり，少
くとも連合国{閣の態f支の変化が，パウアーの新しい構想にif(えな影害?をシえたことは雫

f~"Eずることができない.

次にとりあげねばならないのは. オーストリア領内二おげる民5主主義運動の域烈化で

ある. ここでブリュン党大会以後の経過を，チェヒ氏 Ij~の運動を I!I ， Ö;二顧λながら，オ

ーストリア社会民主党の民族理論が，そう Lた現実のなかでとのような意味をもちえた

かを， まとめて考察 LたL、と思う.∞

1899年のブリュン党大会以後，社会民主党は諸民族 ドイツ人・チェヒ人・ポーラ

ンド人・ノレテニア人・イタリア人・南スラヴ人一ーの独立した組識からなる連合体とし

て， 各民法子守認の問題は民族7]1j党組織が自身で決定することになったが.オーストリア

[司会においては，党の全議員が単一員i識として共詩行動をとる義務を負わされ，諸民枝

の詫在地帯では，各氏族グループは選挙においても日常罰争においても，社会主義の1

伝のために協力することになっていた， この方式(1，各民族それぞれの地域で、は或功し

たが， ベーメン・メーレン・スロヴェニア・ウィーンなどの民族的混住地域と工業地市

では，いろいろの困難が生まれ今チェヒ民族主義の攻勢は世紀の転換以来次第に強まり‘

労楊左階級の間にもますます誌がっていった. 元来オーストリアでは，同一産業ない L

一宅地域内の1t:業に， 多亀吉{の民族労{品者の動いている場合がちかったので，労換制if7 

の民主主的分裂は，運動の致命的時害となるおそれがあった. そこでオーストリア社会民

主党は組織の絞ーを強く主張 L，労働組fTは次第に各業種別の全|司的組織にまとめら;j!. 

18~n 年にはオーストリア 'J:í í動組合全田委員会 Reichskommission der Gewerkschaftell 

Osterreichsが結成されたのである.

ところが.民候運動の激(ととともに. 労働組合においても民族的分立がはっきり Lて

きた.すでに述べたようにベーメンではチェヒ民族資本家の台頭が著しかったが.大伝

票(とくに鉄・石炭のた r~ 業主Il識)は故件ドイツ系資本家の子ににぎられており，チゴ

ヒツiWhjl号が被らに搾取されるi勢丹がちかったうえに、 1870年以来ド fツ人資本家はチ :L

( 1) Hantsch， Nationalitatenfrage‘S. 99 f.なお大戦末期のアメリカ合衆国， とくにウィルソンの

r14カ条」 とハプスブ、ノレク帝国との関係については， V. S. Ma.matey， The United States and east 
central Europe 1914-1918、1957が詳しい i戦争日的jについてのイギリス，とくにロイド=ジョ
ージの見解については，吉)11宏「第一次世界戦争におけるイギリス外交政築形成の諮問題J(北大正
学会論集 9の1， 2)参照.

ぐ2) 以下本章の会~述は，村瀬興推「ヒトラ -j ~こ負う所が多い。
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ヒ人労働者を「ドイツ化」しようとして，精神的圧力を加えていたので，チェヒ人労働

者にとってドイツ入資本家は，経済的にも民族的にも自分たちの裁と考えられた，一方

自己の実力に自信のないチェヒ民族資本家は， 労働者にたいして柔軟性のある態変をと

っていたので，チェヒ人の間では労資協調の余地が多分に存していた.こうして1896年に

は「チェコスロヴァキア労働組合委員会Jtschechoslowakische Gewerkschaftskommis-

slonの設立が要求され，翌 97年iこはプラハにこの組織が実際に出現して，全チェヒ労

働者を支配下に置こうと企てはじめた. ドイツ人側も 1899年のブリュン党大会以来労

働組合の民接的組織の必要は認めていたが， しかし全産業を通じて各民族が民族別に相

互に独立した全国組合を組織しそのうえにゆるい連絡組織だけが存在する形式には，

つよく反対した. これにたいしてチェヒ人は，全音器内の全チェヒ人がプラハの民族的

労働組合委員会に所震することを要求し 1904年以後彼らの分離主義的傾向は一段と強

くなった.そして， 1905年のアムステノレダ、ムの国際労働組合会議では，チェヒ代表は，

ウィーンの指導に見られるチェヒ人労働者のドイツ化を公然と非難しく1)プラハの労揚

組合委員会をオーストワアにおける労働組合の第二の連合体として認めるようにという

要求を提出したが， この会議は一国内に一つの労働組合連合体をとし寸立場から，チェ

ヒ人の要求を拒否した. ドイツ人側もこの分裂的傾向に反対し ウィーンの労働組合委

員会は， 1労働組合は決定的な問題については統一的決定をおこない， その役員も中央

で任免する必要があるJ と主張した.くおしかしチェヒ人はこれにしたがわず，労働組合

組織は次第に民族的特殊註を帯びるようになり， この傾向誌協同組合 Genossenschaft

組織にも波及した.

民族的労揚運動の成長とともに， オーストリア社会民主党はプリュン綱領の線で党内

をまとめることが次第に困難になってきた. さきに見たように，チェヒ人の民族的社会

主義者はすでにオーストリアの党と対立する排他的なチェヒ社会党を結成しており，民

族主義的興奮のうちに行なわれた 1901年の総選挙には， チュヒ資本家の支持をえたう

えに広汎な大衆の動員に成功して， ベーメン第五一部門のチェヒ入定員 15人中5名の当

選者を出すにし、たった. ヴィクトノレ=アドラー以下の社会民主党首脳部は， このような

民族主義的興奮を長め，危殆に瀕した党内の統ーを呂復し維持するために腐心した結果，

宮内の民主化とくに普通選挙権の獲得に主要な闘争巨標がしぼられることになり， これ

によって社会民主党の民族的分裂は一応回避された.

パデニーの危機がオーストリアの議会政治に重大な影響を及ぼしたことは，すでに見

た注入 ケノレベルKoerber内閣のもとでの短い協調期間ののち，議会で、はふたたび救いが

たし、民族的対立が生まれ，相互にはげしい議事妨害をくりかえす状態に陥った. こうし

て，現存の議会制度のもとでは国家の統一と諸民族の融和を維持することはおろか，議

会政治の正常な運営さえ不可能なことが明らかになったので、ある. 1907年の普通選挙制

の実施は， この点ではなはだ注呂すべき事件であった. 1905年のロシア革命は，同じく

専制政治に悩むオーストリア帝国の諸民族に大きな感銘をあたえ， 彼らの反抗運動は激

( 1) Hantsch， op. cit.， S. 79. 
(2) Cole， op. cit.， p. 530 f. 
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化の一途をたどり，とくに社会民主党による国内民主化運動が急速に高まった.そして

同年9月に荷かれた議会では，社会民主党とスラヴ諸民族の代表が，ただちに普通選挙

権を実諾するよう強硬に要求 l，キリスト教社会党もこれに合流した.一方皇帝および

宮廷の保守派仏帝国の組織とその権力機講を維持する見地から， 普通選挙権の導入i二

賛成の態度を示した. 彼らU.，政治的i二無関心な，おくれた大衆i二選挙権を与えること

によって，王朝的で反民族主義的な議員をち数議会に送りこむとともに， 国際主義を際

得する社会民主党のグループを議会に引き入jし これによって. 麻埠状態におちいって

いる議会の機能を再建しハプスブノレケ王朝の地位を安'どさせるとともに， 河内の政治

的統・を建て1((そうと 1すえたのである. こh:二二力をえ Jた三;計托i上:会i氏己 i七:党の?台1

大規科間1なj大く衆1耳支笑i主t一会やデデ‘モに1発己畏展巴し' でがて 11 }j~1Iの ~4 時間一ピネ=ス i、 i 二主で J'f;J まっ

たーそして翌日月九 11， ついに[U';'ri:;i反 IF}J(1'-)政治家の W~j立をしりそ、けて， fi:通選挙悼

を日午ilfずるイti古を発したのである. こうしてーオーストリアの一般・子手・ Irf長選挙法

は. 19061ドの末議会を通過し翌 7年 1月正式に公布され. ~4Þ:定以上の一定地にー午以

|二岩1tlたものには，あ主ねく選挙権が与えられることになった.ω

しカ込しながら.普通選挙 ~1;1jの採吊;え 皇帝以下の予想を長切って，ハプスブルク帝ii，:l

の強jとと民主主;怯11+の緩和には少 lt没立たなかった. 百二通選挙権;工各氏1j主の〆甘くれた人

民唇を政治にひきいれたことによって，民族同争を口哲生活の i~n面に主で拡大 L た結忠

にな i人各政党i土新たな支持者をえて. ます主す精力的i二品j争を展開し相互に議会の

議事進行を訪害して，相子側を成功させないようにっとふうた.くのそこでは， 偏狭な民政

(J守利書がすべてを支配 L. !司家的に必要な予算にも. f司か代f立を得なければ賛成 Lょう

とl/J:.し、党派が多数を占め， ウィーンの国会は完全な混乱のj号と化 Lた.くのかように同

会が氏長関争のためにその機能を'J:Lえなくなったのを機会に.政手fは国会を停止L.
勃令によって課税その抱の行政をfj-ったので， 事実 t'，ふたたび絶対主義に逆転Lたかの

まnき観を!乏したが.その政市さえ支配詑力を尖ない討をぷふうてつかみあう動物の傍観

持たる地位:に転落してしまった. rt1央・地方宮庁から市町村役人・税務'I~n互に L 、たる主

で.民民rn党派心に支配されぬものはなく， ことに.民族資本を背去にするチェヒ人と
F、fツ人とのほ(flい対立は. 諒一次大戦雨前i二'i.すでに不動の事実となってしまっ
た.ただ、当時パ/レカンnu~wの尖鋭化が‘全，tfi 討の関心を外交fi :J!lI1 ;二集Iflさせたたみiニヲ

チェヒnUi，起辻若干落ついたように見えだが‘それも庁っして本質的なものでi土なカ込った.

( 1 i しかしこの普通選挙制が実施されても，政貯は扶然Iif骨子にたいしてよそ任を負うだけで，議会の伝

f壬を，16，要とせず，高額官僚は広汎な独政権をもっていたので，民主主義が立に確立したわけで、はなか
った.普通選挙制!の問題については， W. A. Jenks. The Austrian Electoral Reform of 1907. 1950 

が最もIt下Lいといわれているが読の機会を件なカ丞った.

( 2 i 1910 {r 12月には，過激民族派の議事進行fJJr，与を防くために，新しし、議院出H日が設けられたが，ミ
の通過を妨害するために，チェヒ担民党は書演説斉が 10Il!j:fHjbみら 14 時間におよぶ漢I~j~を行い，反対派

立， 新説HlJを通過させるために， 86時間会議を淋あどして封r/fをのり切るという事行:が起っている.
Hantsch， Geschichte Osterτeich，久 S.52ラ.

(3 ) 政府の提出する法案，とくに京錆拡張案は，社会民主党の反社のほか，つねにスラヴ系諸民，と

くにチェヒ代表の猛烈な反対にあって， 第一次大戦車前難航を続けた. 例えば 1912年には，ノレテニ

ア代表の一人は 13時間半の演説を行って軍備ι張に反対し，チヱヒ人代表は 16時間の長演説によっ
て戦時義務実を妨げるとL、う始末であった.
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ところで普通選挙制は，社会民主党自体にほどのような影響を与えたで、あろうか. ま

ずこの改革は，党の発展に大きく寄与し 1907年 6月 1713に行なわれた普選法による

最初の選挙では， 467万票中 104万票を獲得し 516名中 87名の当選者を出した. こう

して社会民主党は.第二インター屈指の大政党となワ，オーストリア国内でも，キリス

ト教社会党とならぶ二大政党となったが， しかしこの勝利の反面には， 大きなマイナス

が律なっていた.普通選挙法は選挙区を民族加に設定しており， しかも各民族への議露

の割当は，人口元率によらず，政治・経済・文化的発展の程度や政治的重要性によって

決定されていたので、メ1)ベーメンでそれまで、民族的対立を超えた活動を行なってきた社

会民主党は，いまや民族的に分裂した活動をしなければならなくなった.そればかりで

はない. これまで、手絶対主義的な支配階級にたいする共同闘争の必要から，各民族の労

働組合や党内の民族的組織は相互に協力して分裂するにいたらなかったが，普選権を盤

得したことによって共同開争の目標は失なわれ，党内の統ーはますます困難になってき

た.そこで党は，次の共同目標として，社会・経済闘争をかかげたけれども，これは，

各民族の党員が，他党と協働したり，地方議会で民族主義的勢力と結んだりして達成す

ることも，不可能で・はなかった， こうして社会民主党もまた，民族的分裂への傾向を一

段と強めたのである.

早くも普通選挙制実施後の最初の議会において， 議会政党としての社会民主党は民族

的なクラブに解体するのやむなきにいたり，∞これらの民族的クラブは，社会的な問題

では協力したが，民族的な問題の論議に際しては， 投票の自由を留保した.ω 分離主義

の先頭に立ったのは，いうまでもなくチェヒの社会民主党であり， その党員は，ウィー

ンの中央集権的指導に反抗する度合を次第に強めて行き，党大会が開かれるたびに，社

会民主党の運動の単一性が破られる危検は， ますます大きくなっていった.ω そして，

1907年 8月の第二千ンターナショナノレ・シュトゥットガノレト大会および冨際労働組合会

議でも，チェヒ民族主義者は活発な動きを見せた. この三つの大会は，オーストリア内

の党と組合組識の統一性を維持する必要のあることを指示したが， チェヒ人はこれに従

わず， 10丹にはいると， ウィーンと並行してプラハにチェヒ人の程合大会を開き，自民

族の組合本部の指令のみに従うことを，決議した.すでに 1906年，ロシア革命の影響を

うけてオーストリア帝国の崩壊を予想した党内のチェヒ人たちは，従来の民族的な党組

織を基礎にするチェコスロヴァキア社会民主労働党を結成し政党組織のうえでも独立

への歩みをはじめたが， 1910年 3月にいたって完全にオーストリアの党から分離しあ

( 1 ) したがってドイツ人に最も有利で，チェヒ人がこれにつぎ，他のスラヴ挨はかなり不利で，定員

516人のうち， ドイツ人233，チヱヒ人 108，ポーランド人8むなどであった.
(2) 1907年の普選法による最初の議会では， 社会民主党議員 87人は， ドイツ人見入.チヱヒ人23
人，ポーランド人7人，ノレテニア人2人，イタリア人5人から成っていた.
( 3) Hantsch， Nationalitatenfrage， S. 79. 

(4) こうして，中央集権主義者 Zentralistと分離主義者 Separatistの対立が大きくなり，前者のヴ

ィクトノレ=アドラーやオヅトー=パウアーたちが，社会民主党の国探的性構を強調し，労働組合・協

同組合の統ーこそ，資本主義の搾耳元と抑圧にたし、する爵争が或功するための前提であると唱えたのに
たいして，後者の KarelVan法， Vladimir Tlおむらは，連邦主義的理念にかなう罰権の車問を，

労f動運動の組織のうえにも拡大することを望んだのである.Hantsch， op. cit. 
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くまでもドイツ系と手をにぎって行こうとする冨際主義分子は， 少数派となってしまっ

た.そしてこれと同時に，チェヒ人の労働組合もまたオーストリアの組合から手を切っ

たので、ある. 1910年8月のコベンハーゲン・インターナショナノレ大会'1，チェヒ人分離

派をきび Lく非難したが，チェヒ人は大会の勧告を無読して， 分離の事実を確定した.

1905年のロシア革命までは. ドイツ人・チェヒ人・ポーランド人は，;土庁しく争いなが

らもなお共存の気持を語いていたが， 1905年以後， とくに 1907年の普選導入以後， こ

の気持は薄らさはじめ， オーストリアの前途乙見きりをつげるものさえ現われはじめた

のである.ω 事一次大戦勃発後. とりわけ勝手IJの見こみ薄と， 1917年のロシア革命を契

機に Lて， 領内スラヴ系諸民族が民族自決を旗印に訟なのためのほ:子Lい悶争を行った

次第について(1，f也の機会に詳しく考察 Lたいと思う .ω

パウアーの志想的転換(1， このような現実的背景をかえり λずには、理解することが

できない. ブリュン綱泊以来，社会民主党指:草{';-たわ辻氏族問題調整のために係々のプ

ランを'定11¥L た;十れどももそ.fLら;れ，~r.Ìlも充分な効来をあげることができず， 現ckil

つねに絞らの努)]をのづこえて行った. このようなきびしい'jf態をIIIHこして，パウア，ー

がil土佐にとっえた道は， まさにこの現実 i己最ミ運動のほ(-fLさ をそAlとLて話;認
し古;よじする以外にはありえず， それを苫内の戦前として打出したものが，バウアーの析

しいプログラムであったといえよう.

しかし，最後にわれわれ;えチェヒ民族運動について，一つの注目すべき特徴を指摘

しておく必要がある.すでに見たように.チェヒ人の詞では資本家と労{動者の協力の余

地が大いにあり，それが彼らのはげしい民族関争の基盤になっていたことは， 否定でき

ない. しかしそれにも拘らず， この共関は徹底していたわげで、はなく，チェヒ社会民主

党の呂標と，市民的民主主主義が望んだチェヒないしチェコスロヴァキア国家とは必ずし

も一致せず， IHI一斉ーはむしろ， f走者がチェヒ国家の独立に熱狂することを，長い間こばん

できたのであった. パデニーの選挙法改正ののちに議会に入ったチェヒ社会民主党員の

声明については，すでに触れたが，∞大戦直前の 1913年にも，チェコスロヴァキア社会

民主労働党は，党大会で「強大で内政上健全なオーストリアこそ，わが民接が発達する

長主の保証で為るj と決議している.ω たしかに， 大戦室前の;土:デしい民族関争とそれ

による議会の無力化は. 領内諸民族の正常な発展を坊:デていた L，一方支7ニチェヒんう1

たとえオーストリアヵ、ら独立してt. ロシアやドイツの支配下に立つ恐れよ， 吋IJ:jーな「三
多分にあった. この決議ユこうした事情を反映するものと辞すべきであろう.第一次た

ij!え勃)6{:麦のチェヒ社会主義陣営と民族運動との関係，-，- 主お今後の研究にまつべき弔:要

なテーマであるが， ここで1一つだ汁次の事情を指摘しておきたい. 大戦中.チェヒ人

の在外立{云機関がナでにさJ、んな独立)"rWJをi芝山う. 次マ i二成功の足どりをかためてL、f二

時期にも、社会民主党はハリのチェヒ人亡命委討会 dasPariser tschechische Emigran-

tenkomiteeにとって. カトリッケ人氏党 KatholischeVolkspartei とともにが確実な，

" 1) Bruεe!， V.， S. 81 f.; Cole， n.， p.ラ34f. 
(2) 差当り，前章40頁本支および注(1 )参照.
(3) 第4章27頁注(ラ〉参照.

(4) 村瀬，前掲論文 6頁.
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したがって慎重に取扱う必要のある要素と考えられていた. ベネシュ Benesは， 1917 

年 1月14日にカトワック国民党 Katholisch-nationaleParteiの行った王国への志誠声

明，およびチェヒ議員団の次の声明一一一チェヒ人は過去においてもまた将来においても，

ハプスブノレク家の主権のもとでその卒福が保証される， というーーに接して， たたきつ

けられるような印象をうけた， と語っている.ω これら二つの党派は， パリのチェヒ国

民会議 Nationalratが連合国側から事実上の政府 De-facto-Regierung として公式に柔

認された最後の局面にいたってはじめて，市民的民族運動の戦列に実際に加わり，それ

によってチェヒ民族主義の統一的性棒を保証したのであったが，その場合にも彼らは，市

民的ナショナヲズムに附随するショーヴイニズムの傾向を共有することはなかった.ω

パウアーが戦争末期に，チェヒ民疾の民伎岳決を肯定Lながらも，その社会民主党に，

13民族の自由の名のもとに他の民伎を奴隷化しようとする氏装ブルジョアジーのあらリ〉

る試みと戦うべきことを要求しているのは， この点で注尽に値する提三といわねぽなら

ない.

8. 結 五
ロ
ココ円
H

以上. 19世紀末から 1918年にL、たる時期のオーストリア社会民主党の民挟理論を，

ブリュン党大会，カール=レンナー，オツトー=パウアーを中心に頼次検討してきたが，

最後に全体について総括的な考察を行なって，結論にかえたいと思う.

オーストリア社会民主党の指導者たちが， この時期に幾多の輿味ある民族理論を生み

出した主要な目的は，オーストリア国内のはげしい民族的対立を緩和L，各氏族の融和

と発展をはかろうとするにあった.そして彼らの理論は，少くとも 1914年以前には，大

体において次の三つの共通点を含んでいた.第ーは， i皮らがオーストリア領内各民族の

文化的自由の必要を強調し民族問題解決の基礎に調人の原理を量いたことであり，第

二は， この原理にもとづいて各民族単位の自治組織をつくり， 帝国をこれらの民主主組織

から成る民主的な連邦国家に改組しようと Lた点であり，第三は，民族自決をしりぞけ，

超民族国家としてのオーストリアを，政治的統一体としてあくまでも存続させようとす

る構想であり， ブルジョア的民挨主義に対抗するプロレタリアートのF皆殺的j亘書;性が，

そのより所となっていた. しかもこれらの点ば，たがL、に不可分に結びついていたので

ある.

しかしながら， 後らの真翠な努力にも拘らず， これらの理論はオーストリア国内の複

雑な民族問題をよく調整することができず，実際上の成宋:ははなはだ乏しかったといわ

ねばならない. コーガンのJ葉をかりるならば， 1"もしひとが成功と失敗の実用主義的

な基準で、判断するならば，オーストリア社会主義の民政綱領は，疑いもなく歴史によっ

て陸~罪されている. オーストリア社会民主党には，その綱領がテストされる機会がら二え

られなかったばかりでなく，それが掠持しようと望んで、いた建築物そのものさえ，来る

( 1) Ed. Beneさ， Aufstand der Nationen， S. 299， 273，ラ08参照.Hantsch， op. cit.， S. 122. 

く2) ズデーテン問題についてのチェヒ民族主義の強い態度が，第一次大戦後の東ヨーロッパの民致的
紛争に重大な役割を演ずることは，周知の通りである.
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オーストリア社会民主党と民扶問題

ベき諸事件によって一掃されたJCl)のである.では， このような結果をおL、た原|社は、
レったい何であろうか.

その主要な原fE:1¥土， i司といっても主ず，社会民主党の思考の非現実性と， この党がオ
ーストリア国内の氏挟問題一般の怠義にたL、して正しい討部能力を欠いていた点に求め

られねばならない. 彼らはーハプスブノレク者国内部における諸民族の共存:とレう現実力、

ら出発したにも拘らず‘その豆、索の成果(L観念的樟成物と Lての性格を免れなかった.

レンナーの[二次元の連邦一に代表される将来の国家統治の構定は，その複雑さのゆえ

に実現は到底不可能であり. 彼らの理論の特色をなした文化と政治・経済との分離ι
現実政菜のうえではそれほと明白で之ありえなかった. また諸民挟の民族運動の進λ}j

も，彼らの予怨をはるかに越えるものがあった.彼ら(I，各民族の労働者階級が共通の

経済的利害と措級的連帯性にもとづL、てたがし、に臼討jL， ~JÞ 外的なブルジョア民族主義

に社抗することを望んだが， ベ)ンのように労働者と資本家がしば Lば同じ波支配民

肢から成る場合には，効呆が少なかった. そこでは労資協力の可能性があったぽかりで

なく，労働者階級(1，自己の支持者を失わ山ために，民族資本家とナショナリズムのう

えではりあう必要さえあったから，各被支配民誌の間に民枝主義が進展するにつれて，

党の分解はさげがたくなったのである.

僚らのi\:~実理論の難点は， オーストリア社会民主党が本来ドイツ民族を基幹とする組

織であり， ドイツ人の指J草下にあった. とL、う事実とも深い関係をもっていた. 当時ド

イツ人の間には.隙支配[¥:肢に兄ら，hた超党派IYJIJI結とは反討に.諸党派 キリスト

教社会党.社会民主党.民E主主義派司その他ーの汁止があ i人社会民 iソ立が民族的市

民政党と共同作業を行なうことiL ザIi二;土起りえ/("/J'った. L沿道もドイツ人は全体と

L て，帝国内 i二占めたヵ、つての FE倒的援{\Ì~ を次第にくずされ， 全氏佐の!日jで夜、立してい

た.社会民主党L 全体と Lては二??選の実施徒めざま L~ 、躍進をとげたが，そのうむド
イツ系社会民主党は意、元があがらず， 官国i勾の諸示!吉を一身にあひ、て，はなはだ不安Ii

な地位に置かれてL、た. しβ￥毛ドイツ系指導者たちの社会主義思庄の中心的地位を占め

たのは，依芳、国際主義であり，民族問題がとりあげられても，それに民優位が与えられ

ることは， きわめて困難であった主連らー ここに彼らの民扶理論と諸民族の現実的運動と

の刊に距離が生まれたことは.当だである. 彼らが民放政策のより所をオーストリア同

友の存IiZiこもとめたとき. それにた Lカミに|司|祭主義を桜拠とするものであったが，その

.{E;!':<]にカミ泊、わらず， 彼らの]主!支i人 民民族βるら(1. ハブスブノし 51'1首位の{{在全合理化す

るものと受耳元られるおそれがあり， 実際にもたとえばif退問題の-Wj台のようにー彼らの

立場が王室なL、し封建的努力iこよって，王権保存i二利用された形跡がなかったと lれ、え

ない.

~)j全市二国の枠組の採存は， そのもとに Fナウ経済同を保持しようとする. ドイツ人

( 1) Kogan， op. cit.， p. 215. 

(2) ブリュン縞領を受けいれる点で‘致していたオーストリア社会民主党のさまざまな民族部門が，
その後まもなく，民族問題にかんする彼らの政誌をァツレジョア諸政党の政策に合わせていったことは，

Llvこ値する.社会民主党は，第一次大戦直前には組織の両だけで在く，イデオロギーの面でも，民
wJ主の線に沿ってはっきりと分裂したのである lbid. Jおzi，op. cit. p. 184. 
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労働者の強い希望を反映したものでもあった. また「個人の京理」の提唱は，社会民主

党の民族理論におけるユニークな特色をなすものであるが， レンナーが少数員族を問題

にしたとき， 具体的には，スラヴ人やマジャーノレ人の居住地域のなかに孤立した言語範

囲 Sprachinselをもっドイツ人が念頭におかれていたことは明らかであり，さらに，こ

の考え方が，本来西欧ヒューマニズムの伝統に立つドイツ人の思考形式をあらわすもの

であったことも，すで、にふれた通りである. オーストリア連邦主義が，当時の状況のも

とでドイツ人によって主張されたとき，理念自体の正当さにも拘らず，異民族の共惑を

呼ばず，むしろ新らしい装いをもって昌己の震位を維持しようとするドイツ人のあがき

と受取られたのは やむをえなかったといえよう. しかもこのような連邦主義への理念

的な期待の故に，他の諸民族の民族運動のばく進を前にしながら，オーストリア=ドイ

ツ人の社会民主党員の関では， 自らの民族的統合を強めるためにエネノレギーを結集する

努力は，ついに起りえなかったので、ある.ω

オーストリア社会民主党の民族理論の欠陥は，すでに多くの人びとから指摘されてい

るが，そのうちとくに注吾すべきものは， ロシア社会主義陣営からの痛烈な批判であっ

て，これは，オーストザアと同じく民族問題に悩まされた帝説ロシアの， しかも革命を成

功させたマルクス主義者からの批判という点で，一段と興味深いものがある. ロシア=

マルクス主義者の批判は， オーストリア社会民主党の民族理論がハプスブノレク帝国の枠

組を容認し，そのために民族自決のスローガンを拒否した点， また民族問題へのアプロ

ーチの仕方がその本質において文化的である点に集中される.まずレーニンは. 1914年

に発表された「諸民族の自決権」のなかで，オットー=パウアーに言及し彼がオース

トリア=プロレタザアートの統ーを雑誌:するために，文化的自治権のみを認、めて，被支

配民族に政治的な分離・独立の権利を認めないことを非難している.レーニンによれば，

現在西ヨーロッパでは資本主義が発展して，民族画家がすで，vこ成立しているけれども，

東ヨーロッパでは市民革命が完成していないために， なおブルジョア民族主義が優勢で

るる. ロシアのマルクス主義者は彼らと提携する必要があり，一定の場合には，彼らを

支配している国家からの政治的な分離独立の権利を認める必要がある. もとよりこの主

張はプロレタリア国際主義によって制i設されねばならぬが，民族自決の権利そのものを
認めないと，異民法にたいする専制的支配者に味方する結;果になってしまう.文化的自治

の要求だけでは不充分であっ， 独立的民族国家の樹立を否認する場合には，その主張が

反動的意味をもっ結果になりかねない (2)

民族自決権は，すでにロシア社会民主労揚党の 1898年の創立大会で宣言されており，

( 1) Hantsch， op. ci t.， S. 80. 
( 2) Lenin， Selected Works in two volumes.， Vol 1. part 2.， 19ラ2.pp.317妊. 村諜「ヒトラ

-J 164頁. しかしポリシェヴイズムの前提には中央主権主義があり，民族自決は戦術的に，すな
わち権力への道を容易にするという目的に役立つときにのみ，例外的に許される，といわれている.

この点は，のちのスターリンについても，関様である. 岩間徹「ロシア革命とソ達邦の成立J107頁
参照.Cole，豆， p.ラ56f. なお Leninによるオーストリア=マルクス主義民族理論の批判につい
ては，新しい材料をつかっている点で，つぎの論文が一読に値するが，その立場は，違うまりにも公式
的で， 深い理解はみられない. Alfred Ander le， Der Kampf Lenins gegen die V紅白lschung

der nationalen Frage durch die “Austromarxisten" CProbleme der Okonomie und Politik in 
den Beziehungen zwischen Ost-und Westeuropa)， 1960. SS. 163-180. 
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オーストリア社会民主党と民族問題

1903 年の第二lEl党大会で採択された党議;~領のなかにも取りいれられて L 、るが，スターリ

ンもまたオーストリア社会民主党の民長桝領にはげしい批判をあびせてL、る. スターソ

ンによれば，オーストリア国家の保存を前提にする彼らの文化的自治の理論は， [EL¥. も

とはL、えない.各民族の文化的自治に立脚する連邦的国家組織の主張は。 プロレタリア

ートの統ーを維持するうえに役立たなレ. カるえって:統ーされた階級運動はノくラバラの

民族的細流に分裂してしまう.ー….l ，5;乙それ以上に.それは労働者階級の運動の統一

破壊を助長し，労働者間の民族的分裂を育て.車L襟を強化するところの地盤を生み出す

ことによって，ただ問題を悪化させ，混乱させるのに役立つだげである.JCDそこでは.

まず被抑圧少数民族に本昌から分離する権利が与えらるべきであり， こうして真に平等

の立場をえる各民族のプロレアリアートを， 一{自の革命政党に結集することによって.

すなわち.ポリシェヴイズムによる各民族の結合を通じてのみ.民族問題の解決は可能

である. t生界の被抑圧民族は.奇国主義にたし、するプロレタリアートの国際的解放闘争

と結びっくことによってのみ，解放される. そ Lてこのようなプロレタリアートの社会

正義のための階級闘争に利益をもたらすと思われる場合には， 民族の文化的昌治ではな

しに，民族の自決権すなわち分離の自由が，戦術的に承認されるのである.民族の自治

をもって民族自決に代えることii まったく不合理である.「民接的喜治;に多くの民族

から!えるオーストリア国家の保全をあらかじめ仮定するが. 民族自決はこの保全を凌認

する.ー…・自決は一民族に主権を賦与するが， 民候自治l土、それに;之:f七的j左手IJを与える

にすぎない.J∞
ロシアのマルクス L義者のこのような批判の背後に~ 1. 実際的;記事 'l'N iJ.~慌たわってい

た. 多民族国家オーストリアの社会主義名たちによって定式化された民族政策のプロク

ラム~i，同じく多民族から成るツアーリ帝国の革命的グループのおjに，影響を及ぼさずに

はいなかった. 20陀紀初頭ロシアでも民族主義がi主主って.辺境地方そのfiliの少数民放

の間では分離運動が起こっており. ポザシェヴィキは，ユダヤ人の社会主義組織ブント

Bundやコーカサス社会民主党一派の挑戦をう;十ていたが. これらのグループは， 民放

の主化的白治の原則を採用し民侠!全の線に沿ってロシア社会主義，;~務をぜてなおすこ

とを主張しており， その|努オーストリア社会民主党の所d兎をヲifrL 、にHILていたc:nυ
シア託会民主党の第二Iril大会で‘ ブント派が， I司家組織のI:lJ起について. 少数民族に/戸二

L 、する文化的発展の自由の抹誌を要ぷ L. また党組織の問題において. 1-ロシアのとの

/Hi分tこ住もうとー いカ込なる三語を話そうと.ユダヤ人プロレタリアートの唯一の代表

であることを要求したのは， その例である.くりレーニンやスターリンiL オーストリア

社会民主党を攻撃することによって. 伎ら自寄の党および綱領のために戦っていたので

あって，そこには， 党を民族}Jlj構成に分解 Lてしまう危険を防いで，あくまでもその統

ーを維持 Lょうとする決意が，はっきりと示さ.hている. この論争以後たえずスターリ

( 1.i J. Stalin， Marxism and the nationa¥ and co¥onial question. (New York， n.ι1.).スターリン

「マルクス主義と民族問題大月版全集・第2巻・ 366-7頁.iflし訳支には変更を加えた.〉岩間，前
搭書 i倍以.

(2) スターリン・前掲書362長.
( 3 ) スターリン・前掲書368-383良.参照.
(4) 岩間・言ij掲書 104頁.
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ンは，多民族から成るソヴ、ェト国家が， ポリシェヴイズムの原則にもとづいてその民族

問題を解決するのに成功した事実と， オーストザアニハンガリー王国とその社会民主党

による民族自治計画の失敗とを， このんで対比させている.の 20世紀初頭カミら第一次大

戦後にいたる歴史の経過にてらすとき， レーニンやスターリンの批判が適切であったこ

とは，認めざるをえないであろう.

このようにしてオーストリア社会民主党は， その真撃な努力にも拘らず，真に現実に

適応した理論を確立することができず， したがってまた現実を自己の理論によって統詞!

ないし整序することができず，かえって現実に追揺しなければならなかったが，その際

ハプスブ、ノレク帝匿の運命を左右したものが国際的動向であったように， オーストリア社

会民主党の思想的方向を決定的に制約したものは， これまた国捺的事需にほかならなか

った. ロシア治込ら帰ったノミウアーが比較的早く来るべき墜史の方向を洞察し レンナー

が戦争の最終段階にいたってやっとふみ切ったという違いはあったにしても，後らの思

想を，たんなる民族の丈化的昌治の尊重から政治的な民族自決の承認に， またオースト

リア帝国の保存から詰々の民族的独立国家への解体に移行させたものは，第一に 1917年

のロシア革命であり，第二に，勝利の見こみの消滅とそれにともなう連合国債jの意向一

一ウイ/レソンの 14カ条に集約される民族昌決主義 の絶対権威性であり，第三に，以

上の二つを背景にする領内諸民族のナショナリズムの急進化であったことは，すでに見

たところである.そしてこのような思想的移行が，彼らの理論の自主的な展開であるよ

りも，むしろ彼らの意志に反してのやむなき現実の承認であったとみられる事実こそ，

まさにオーストリア社会民主党の信命的性格を示すものではないであろうか. 1918年オ

ーストザア王国が崩壊したとき，オーストワア社会民七党のドイツ人グループは， 一致

Lて，ドイツ人のみから成るオーストリアのドイツ国への台体 Anschlussを提唱 Lたが，

これまたドイツ人の民族意識の自生的高揚から生じたものではなく，その経済的基礎を

うばわれ，政治的に無力化しそのうえ連合国列強の強い支持に支えられた敵意、ある新

興藷届の出現の前に，より所なくさらされた残骸国家 Rumpfstaatの存立の可能性につ

いての疑念から生まれた考恵と見るべきであると，ハンチュは述べている.ω

しかしこの問題については， いま一つの違った観点から眺めることが可能であり，ま

た必要で、ある. まず第一に，ハプスブ、ノレク帝国内部における諸民族の共存という現実か

らIIJ発して， 同帝国の修正と発展をほかろうとしたオーストリア社会民主党の民族理論

が，現実に即した強味をもっていたことはたしかであり， レーニンらの批判にも耐える

一面をもっていることは，否定できない.いなむしろ，パウアーをきびしく批判したそ

のレーニンが， 同じ論文一一民主主自決の問題についてローザ、=ノレクセンブ、ノレクと交した

論争 のなかで，オーストリア社会主義のプログラムから「民族自決Jの原理が税落

していることをある点でやむをえないと認めていることは， はなはだ注目される点であ

る.すなわち彼は，ここでオーストリア国家の特殊性を強調し諸民族がこの国家から

( 1 ) スターリン・前掲書397-404頁参照.また1.Stalin， Report on the new Soviet constitution 
(New York， 1936)， p. 10参照.Kogan， op. cit.， p.215. 1918年 10月16日に皇帝カーノレは，帝国

を諸民族の民主的連邦に改組する旨宣言したが，海i死の帝国の救済業となるにはあまりにも遅すぎた.
( 2) Hantsch， op. cit. 
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分離.しようと努力しなL、で，反対に， 自分たちの独立Lた民族的存在が強力で、貧欲な柄

ほたちに押しつぶされることのないように， 1(i置の完全な形態を採存しようとつとめて

いる，と述べているのである.ω たしかに 1914年以前に;え オーストリア諸民族のなたる

℃、互に古;国の解体を唱えていたものは，なお少数にすぎなかった.'>li時はすでに激 L

L 、氏接関争の詩代であったとはし、いながら，それは， 将来にたいする確国たる建設原舟

にもとづいての対立であるより ti，民族的興奮につつまれた感情的自争といった性格が

つよく，すでにその要求がたんなる文化的自治を越えて完全な政治的自治に向カミってレ

たにしても，帝国の枠内にとどまるか否かは，なお多分に媛昧であったといわねばなら

ない. 当時はセノレピア人とケロアティア人とスロヴェニア人とが協力 Lて国家をたてる

見通しは少く，スロヴァキア人もチェヒ人と結合するか. ハンガリー王国内でクロアテ

イア人と協力して民族自治権を拡張するかにつL、て迷っていた. チェヒ民族主義者も句

急速に明大する工業生産のためにはドナウ盆地の志たな市場一一一ハプスブルク帝国の全

領土 を必要としてL、た.各被抑圧民族 とくに発達のおくれた小民族一ーが完全

な独立国となって列強の問に自己の生存権を主張することが非常に困難なことは， 各氏

族運動の指導者たち吉身よく認めているところであった.くのこのような現実のうえで，

国際主義をかか;子る労{勤者搭級の政党が， 諸民族に共通な措級的利益こそ民族的対立を

Lのぐであろうという信念をためすために. 超民族国家の枠組を利用 Lょうとし「小J

インターナショナノレの試みが成功すれば， 「大! インターナショナノレも成功を保障され

るに違L、なL、と考えたのは，それなりに充分な理由をもつことであった. 主たレンナー

やパウアーの民族理論は， レーニンやスターリンの批判にも拘らず， ソ連・ユーゴーな

どちくの社会主義国家の実際政策のなかに，現在いろいろな形で、部分的に生かされてお

i人 地方イギリス以下の西ヨーロッパ諸国が最近i日植民地民族にたL、Lてとりつつある

政策のな方、にも. 彼らの主張と一致する再iがち々あることは，見のが Lがたい事実であ
る.

第二に，民喪主義への譲歩によってオーストリア帝国の統一性をあくまでも誰持Lょ

うとしたオーストリア社会民主党の構想の基礎に， i~ 積量的には，ハプスブノレク帝国の

領域をふくむドナウ経許圏を確保Lょうとする強い希望があり， 泊極的には， f虫のどの

ような工夫をこらしても， 領内諸民投にとって将来の見こみははるかにわるくなるであ

( 1) Lenin， op. cit.， p. 331. 

(2) マサリヅク Masarykも， 1913年，その最後の議会演説において，つぎのように述べているゎ
たしは，オーストリア崩壊の夢に参加することはできないし， このオーストリアが，よかれあしかれ

存続す司るであろうということを知っているので， まさにそれ故に，このオーストリアから釘物かをつ

くり出すことが，わたしには全く重大な問題なのだ.…われわれの民法的な，また行政的な構想、立，

他のものを弱めることを志すのではなく， 全体を強化することをめざすものである.Jチェヒの熱烈
な民族主義者として有名な KarlKramむも， 1906年につぎのよろに明言している.rヨーロッバの
中心にあるわが民族の状態と，国際的な力関係の形態とは，それだけ一層，わが民族の将来の民淳を

強力で内的に陸全な一つのオーストリアのなかに求めることを，われわれに強要する..J(Anmerkun-

gen zur bohmischen Politik)ベネシュ EdvardBeneSすら，パラッキー Palackyや豆avliceksの

連邦主義理念の彰響をうけた青年期の見解を克報して，オーストリア王国を破壊するための宣伝戦を
はじめるまでには，若干の時を必要としたので、ある c“LeProhlむmeautrichien et la question 
tscheque" から '"0毛truisez}' Autriche-Hongrie"への発畏がそれである.)Hantsch， op. cit.， S. 
66 f.; Kogan， op.じit.， p. 216. 
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ろうという，不安に充ちた確信が横たわってレた.その際考えられたドナウ広域経済圏

は，帝歯主義時代の生産力によって一定の必然、性を与えられた経済単位で、あったことは，

疑いをいれず， このような宗域経済に立脚する諸民族の共同体と Lづ理想が，当持の条

件のもとでは戦争への道に通じていたことも，否定できないであろう. しかしながら，

第二次大戦の終末に層際連合の胎動を聞きつつ準語されたカーの「ナショナリズムとそ

の後J(E. H. Carr， Nationalism and after， 1945)が明快に予想したように，現在の世

界は， もはや民族の独立完成だけで、は問題の真の解決とならず，ー鍾の広域経済圏を基

礎としなければ民族が発展できない事実を示している.共産菌のブロック経済や西ヨー

ロッパ共同高場の出現は，まさにその好実例である. してみれば，少数民族のむやみな

分離・独立に反対して，広域経済に立脚する諸民族の共同体とLづ理想、をかかげたオー

ストリア社会民主党の指導者たちは，むしろはるかな先見の明をたたえらるべきではな

かろうか.

最後に， t皮らの消極的不安について前言しよう.すで、にみた通り， ドナウ王国の瓦解

が不可避的に汎ドイツ者冨主義ないし汎スラヴ帝国主義による王国内諸民族の併合・吸

収に導くであろうという懸念は，第一次大戦以前のオーストリア社会民主党にとっては

絶対の確実性をもっ真理と患われていた. やがて 1918年にハフaスブルク帝国が現実に

崩壊したとき，その砕片のうえに諸々の民族的独立国家がつくられたことは，このよう

な社会民主党の恐怖がたんなる取越苦労にすぎなかったことを証明しているようにみえ

る.しかしながら， 1920年代以後の第二次世界大戦をピークとする悲劇的なヨーロッバ

の歴史をふりかえるとき， 1918年の民族問題の不充分な解決が，はたして真にレンナー

やパウアーの考えた民主的なドナウ連邦国家の構想にまさるものであったと L六、きれる

であろうか. この点で カール=レンナーが 1906年に記Lた次の言葉は， 今日われわ

れに多くのことを考えさせずにおかない.

「このユートピア(オーストリアのための連邦主義的憲法〉は，二つの可能な途の一つであ

るように，わたしには思われた.恐らくいま一つの途があるであろう.すなわちオース

トリアの第一次，第二次，第三次分割が.一ーその場合には， この国はヨーロツバ諸氏

装の戦場となり，新らしい 30年戦争の活舞台となるであろう.なぜ、なら，ドイツとロシ

アはともに自己の領土内で狭ますぎると感じているから， ドイツはオーストリアを越え

てアドリア海へ，さらに親密な関係にあるボスフオルス海峡まで前進しようとし・…ーロ

シアは聖なるビザ、ンチウムおよび地中海の方へ突き進もうとするからである.……わが

住民の多くが11IJされ，われわれの土地が荒らされてしまったあとで， 結局われわれはふ

たたび新らしい文明国に統合されるようになるであろう. Lかしわれわれ自身，またわ

れわれの子供たち，そ Lてわれわれの財産は， このような変形のための代償を支払って

いることだろう.......¥.，、や，わたしはこのような考え方を論じないことにしよう. ドナウ

諸民族がこのような事態を起こらせるほど愚かであり，無分別であると考えることは，

それらの諸民族を詩語することであるから.J(l) 

(13) Springer， Grundlagen， S. 248; Hantsch， Geschichte Osterreichs， n.， S. 469.; Kogan， op. 
cit.， p. 216 f. 
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l'he Austrian Social-Democratic Party and 

the N ational ProbleiTI 

Tσshi臨 kaYADA 

There were nationalistic as well as socialistic uplifts from the 90' s of the 19 th 

century to the outset of the 20th. 

Socialists in vVestern Europe， who attached more importance to the international 

solidarity of the proletariat， less estimated the nationalism. They regarded it 出

品omethin只"¥vhichpursued only national and particular interests. Repeating formal 

opposition against the nationalism， they had no deep understanding for it. 

On the other hand， in Eastern Europe， especial1y in Austria-Hungary， which 

contained not a few nations， socialists were confronted by the serious national pro-

blem and had to grapple with it. 

In this article， the author examines how the Austrian Social-Democratic Party 

coped with that problemラ andtries to make c lear the meanin只 ofits po1icy in the 

historical realities. The problem vvil1 mainly be considered around the 1899 party 

meeting at Briinn， and also in connection with the theories of Kar1 Renner and 

Otto Bauer. 

Roughly speaking， before 1914， their national thoughts were common in the 

following three points. Firstly， they stressed the cultural liberty of each nation in 

Austria-Hungary， and planned to reorganize the Empire as a democratic federal 

はれtewhich would be consisted of self-governin只 bodiesof every nation. In the 

second place， they insisted the personal principlεas the basis of the solution ()f thc 

national problem. Finally， they were against the independence ()fεach nation， and 

tricd to maintain the state as a political uniformity. 

立lthoughtheir plans were worth noticing， they were unable to adjllst the 

complicated national problem in their country. The result， therefore， fell short of 

their expectation. The reason of their practical failllre mllst be derived from the 

fact that the leaders of the Party lacked the ability to understand the national pro-

blem in general exactly. At the same time， it mllst also be derived from the 

unstable situation of the Empire itself. 

The change of the thollght of Otto Bauer -the approval of self-determination 

of each nation-occured in the seconcl half of the ¥Vorld vVar 1. This change hacl 

a tendency to approve the actual situation ull¥vil1ingly， having been confronted by 
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the Russian revolution and intentions of the Allied Powers and also by the intense 

movement of the nations for independence. This fact shows the fatal charactristics 

of the Austrian Social-Democratic Party. On the other hand， however， it is true 

that the plans of the party， which had started from the actual situation of the co・

existance of nations in the Empire and had aimed at the reorganization and the 

development of it， had some realistic strength. 

Their way of thinking concerning the national problem seems still living in 

various forms; in the present po1icies of socialist states as well as in those 

of Western states for the former colonial nations. J udging from the world 

situation of the present time， we should more appreciate the political insights of 

the leaders of the AustIan Social-Democratic Party， whoじonceivedan ideal of the 

community of nations standing on the great-sphere economy and who were against 

the meaningless separation and independence of minor nations. 
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